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第１章 大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第３次）」の概要 

 

生涯を通じて心身ともにすこやかであることは、幸せな暮らしの原点であり、その実現には市民

の主体的な健康づくりが重要となります。 

大阪市では、平成 13(2001)年３月「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるま

ち・健康都市大阪の実現」を基本理念に、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１」を策定し、平成

30 (2018)年度から大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」（以下、「第２次後期計

画」という。）として推進してきました。 

第２次後期計画の最終年度にあたる令和５ (2023)年度に最終評価を実施したところ、全体の

目標項目の約５割弱で改善がみられましたが、目標値に達した項目は３割に満たなかったことか

ら、更なる継続的な健康づくりの推進が重要です。 

国の基本方針である「健康日本２１（第三次）」a)は、令和６(2024)年度から令和17 (2035)年

度までの 12 か年計画として取り組むとされています。大阪市の健康増進計画は、健康増進法第８

条に規定する市町村健康増進計画に位置付け、策定しています。名称については、大阪市健康増

進計画「すこやか大阪２１（第３次）」とし、計画期間を国、大阪府や大阪市の関連計画等との整合性

を図り、令和６(2024)年度から令和 17(2035)年度までの 12 か年とします。なお、中間年の

令和 11（2029）年度に、点検・見直しを実施します。 

本計画は、第２次後期計画の評価や国の計画等を踏まえ、重点的に取組が必要な項目について

検討を行い、「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都市大阪の実現」

を前計画に引き続きめざします。国が求める「誰一人取り残さない健康づくり」の実現には、胎児期

から高齢期に至るまで人の生涯を経時的に捉えた健康づくり（ライフコースアプローチ）の観点が必

要です。この観点を踏まえつつ、市民のヘルスリテラシーｂ)向上に基づく「ライフステージに応じた

生活習慣の改善」、一人ひとりの「生活機能の維持・向上」に取り組むとともに、「健康を支え、守る

ための地域づくり」に努めることで、市民全体の健康状態を底上げし「健康寿命ｃ)の延伸」をめざし

ます。 

大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第３次）」の期間 

 

 

所管 名称 期間
令和

6年度
令和

7年度
令和

8年度
令和

9年度
令和

10年度
令和

11年度
令和

12年度
令和

13年度
令和

14年度
令和

15年度
令和

16年度
令和

17年度

国 健康日本21（第三次） 令和6年度から12年間

医療計画 令和6年度から6年間

健康増進計画 令和6年度から12年間

国民健康保険保健事業実施計画・

特定健診等実施計画
令和6年度から6年間

障がい者支援計画 令和6年度から6年間

高齢者保健福祉計画 令和6年度から3年間

介護保険事業計画 令和6年度から3年間

地域福祉基本計画 令和6年度から3年間

こども・子育て支援計画 令和2年度から5年間

スポーツ振興計画 令和４年度から5年間

食育推進計画 令和6年度から12年間

すこやか大阪２１（第3次） 令和6年度から12年間

大阪府

大阪市

第１章 大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第３次）」の概要 

 

a)健康日本２１（第三次）：健康寿命の延伸と健康格差の縮小など、国民の健康の増進の推進に関する基本的な方

向を定めた国の計画。 
b)ヘルスリテラシー：健康に関する必要な情報を入手し、理解して活用できる能力。 
ｃ)健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。 
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第２章 計画の策定にあたって 

 

健康増進計画の策定にあたっては、従来の取組を踏まえた上での現状分析、及び課題抽出が不

可欠です。大阪市では、保健所保健医療対策課がこの役割を担っており、健康に関連する各種統

計データを収集・分析し、正しい情報を提供することを通じて、健康局健康推進部健康づくり課と

連携しながら、EBPM(Evidence-Based Policy Making)d)による健康施策の展開をめざし

ています。 

今回、保健所保健医療対策課では、次期すこやか大阪 21 の計画策定の一助となるよう、各種統

計データを活用し、分析・検討を行いました。大阪市民の要介護になった原因疾患（要介護原因疾

患）、それら原因疾患の死亡率や罹患率の推移、喫煙や飲酒状況などの生活習慣の実態等を確認

し、疾患と生活習慣の関連など多方面から検討を加え、大阪市民の健康に関する実態と課題の把

握に努めた結果を、「健康寿命延伸にかかる要因分析 報告書１)」にまとめました。本章では、この

報告書の内容を踏まえ、大阪市民の現状及び課題を示します。 

 

１ 大阪市の現状  

（１） 人口構成 

昭和 45(1970)年に 2,980,487 人であった人口は、令和２(2020)年には 2,752,412 

人となっています。平成 12(2000)年までは減少しており、平成 17(2005)年以降はやや増

加しています。（図１） 

図１ 大阪市の人口の推移（万人） 

              

 

また、高齢化率（総人口に占める 65 歳以上人口の割合）は、7.5％（昭和 50(1975)年）か 

ら 25.7％（令和 2 (2020)年）に増加していますが、その一方で、総人口に占める年少人口（０

～14 歳人口）の割合は 22.1％（昭和 50(1975)年）から 10.6％（令和 2(2020)年）に減少

しており、急速に少子高齢化が進んでいます。（図２） 

資料：国勢調査 

第２章 計画の策定にあたって 
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d)EBPM：証拠に基づく政策立案。 

1)参考文献については、39～4２ページに掲載。 
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図２ 大阪市の年齢 3 区分別人口割合の年次推移（％） 

 

国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口によると、日本の高齢者（65 歳以上）

の人口割合２)は令和 22（2040）年は 34.8％、令和 52（2070）年は 38.7％、大阪市高齢者

人口割合３)は令和 22（2040）年は 31.8％、令和 27(2045)年は 33.4％と予測されていま

す。 

また、令和２(2020)年の各区の高齢者（６５歳以上）の人口割合は、西成区が 40.3％と最も

高く、西区が 15.3％と最も低くなっています。（図３） 

 

図３ 大阪市内 24 区の高齢化率（％）【令和 2（2020)年】
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（２）平均寿命と健康寿命 

大阪市の平均寿命 e）は、平成 25(2013)年から令和元(2019)年までに、男性は 1.48 年、

女性は 1.40 年延びていますが、男女とも全国に比べて低くなっています。（図４-１） 

 

図４-１ 平均寿命の年次推移（年）（大阪市・全国） 

 

大阪市の健康寿命は、平成 25(2013)年から令和元（2019)年にかけて、男女とも延伸し

ているものの、全国に比べて低くなっています。（図４-２） 

 

図４-２ 健康寿命の年次推移（年）（大阪市・全国） 

 

 

 

 

 

e）平均寿命：ある年齢に達した集団がそれ以後生存し得る平均年数を統計的に算出したものが平均余命であり、０

歳時の平均余命が平均寿命である。 
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図 4-1、図 4-2 の資料 

 ＜大阪市＞厚生労働科学 健康寿命研究による「健康寿命算定プログラム」で算定 

         使用データ：推計人口（各年 10 月１日現在の総人口）、死亡数（人口動態統計） 

介護保険被保険者数と認定者数（各年９月末現在） 

 ＜全 国＞令和３年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

「健康日本２１（第二次）の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」分担研究報告書  

「健康寿命の算定・評価と延伸可能性の予測に関する研究」より引用 

0.00 

0.00 
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（３）死因の状況 

令和３(2021)年の大阪市の死因別死亡順位は、１位が悪性新生物（以下、「がん」という)、２

位が心疾患、３位が老衰、４位が肺炎、５位が脳血管疾患です。がん、心疾患、脳血管疾患は生活

習慣病（NCDｓ）f）であり、その３つの疾患を合わせた死亡割合は全体の５割弱を占めています。

（図５） 

図５ 死因別死亡割合（大阪市・全国）【2021(令和 3)年】 

               

 

がんの年齢調整死亡率 g）は、全国と比較すると、男女とも高くなっています。また、がんの部

位別の死亡率と死亡率比 h）をみると、肝臓がん、肺がんが全国に比べて特に高くなっています。

（表１） 

 

表１ 悪性新生物年齢調整死亡率（人口 10 万対）・部位別年齢調整死亡率比 

（大阪市・全国）【令和元(2019)年】 

  全がん 胃がん 大腸がん 肺がん 肝臓がん 乳がん 子宮がん 

 

男 

大阪市の死亡率 172.3 20.9 22.6 44.2 16.2 — — 

全国の死亡率 149.5 18.7 19.7 35.3 11.4 — — 

死亡率比（市/全国） 1.15  1.12  1.15  1.25  1.42  — — 

 

女 

大阪市の死亡率 90.4 7.7 12.3 14.2 5.0 12.2 5.7 

全国の死亡率 83.7 7.0 11.7 10.4 3.5 12.2 5.8 

死亡率比（市/全国） 1.08  1.10  1.05  1.37  1.43  1.00  0.98  

 

 

 

 

 

 

 

f）生活習慣病（NCDｓ）： NCDｓ（Non-communicable diseases）は、不健康な食事や運動不足、喫煙、過度

の飲酒、大気汚染などにより引き起こされる、がん・糖尿病・循環器疾患・呼吸器疾患・メンタルヘルスをはじめ

とする慢性疾患の総称。 
g）年齢調整死亡率：全年齢の死亡数と全人口の比率である死亡率は、人口の年齢構成に大きく影響されるため、

基準人口を用いて年齢構成のゆがみを補正した死亡率。 
h）年齢調整死亡率比：全国の年齢調整死亡率に比べ、大阪市の年齢調整死亡率がどれくらい高いかを示した指

標。この比が１であれば、大阪市の死亡率は全国と同じで、１を超えていれば、全国に比べ大阪市の死亡率が高

いことを示している。 

資料：＜大阪市＞死亡数（人口動態統計）、推計人口（１０月１日現在の総人口）、昭和６０年モデル人口の数値を用いて算出 

＜全 国＞人口動態統計より引用 

がん

26.7%

心疾患

13.8%

老衰

7.3%
肺炎

6.1%不慮の事故

腎不全

自殺

慢性閉塞性肺

疾患

大動脈瘤及び

解離

その他 がん

26.5%

心疾患

14.9%

老衰

10.6%

脳血管疾患

7.3%

肺炎

5.1％

不慮の事故

腎不全

自殺

大動脈瘤及び

解離

慢性閉塞性肺

疾患

その他

資料：人口動態統計 

 【大阪市】                             【全国】  
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心疾患の年齢調整死亡率は、全国と同様に低下していますが、男性は全国と比べて高い値で

推移しています。（図６） 

 

図６ 心疾患の年齢調整死亡率（人口 10 万対）の年次推移（大阪市・全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脳血管疾患の年齢調整死亡率は、全国と同様に低下していますが、男性では平成 22 

(2010)年以降、全国を上回っています。（図７） 

 

図７ 脳血管疾患の年齢調整死亡率（人口 10 万対）の年次推移（大阪市・全国） 
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図６、図７の資料 

＜大阪市＞平成１７年までは人口動態統計より引用、平成 22 年以降は、死亡数（人口動態統計）、人口（H２２,２７：国勢

調査総人口、R１：推計人口（１０月１日現在の総人口））、昭和６０年モデル人口の数値を用いて算出 

＜全 国＞人口動態統計より引用 
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65.0 
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39.7 
33.6 31.9 

【58.4】

0
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150

平成7 12 17 22 27 令和元
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【男性 全国】

女性 大阪市

【女性 全国】

【62.0】

【31.3】

（年）
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（４）介護が必要となる主な原因疾患 

大阪市男性の１位は高齢による衰弱、２位は脳血管疾患、３位は認知症、４位は心疾患、５位は

糖尿病です。上位５位は、全国と比べ順位が異なるものの原因疾患は同じです。（図８） 

 

     図８ 要介護原因疾患割合（大阪市・全国）（男性）（複数回答可） 

 

 

 

 

大阪市女性の１位は骨折・転倒、２位は高齢による衰弱、３位は認知症です。上位 3 位は、全国

と比べ順位が異なるものの原因疾患は同じであり、そのうち骨折・転倒は全国と比べ順位、割合

ともに高くなっています。（図９） 

 

      図９ 要介護原因疾患割合（大阪市・全国）（女性）（複数回答可） 

 

 

 

 

21.9
20.5

16.2
14.5
13.6
12.7

11.4
9.3

6.2
6.0

4.8
4.0
3.5

12.1
4.2

18.9 
31.3 

20.8 
15.9 

14.0 
12.7 

9.7 
8.4 

4.9 
6.4 

10.5 
6.5 

12.5 
1.5 

40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

高齢による衰弱
脳血管疾患

認知症
心疾患
糖尿病

骨折・転倒
悪性新生物（がん）

呼吸器疾患
脊椎損傷

視覚・聴覚障がい
腎疾患（透析）

関節疾患
パーキンソン病

その他
わからない

大阪市

全国

（%） （%）

29.2
25.5

20.5
10.7

9.1
8.5

6.8
6.7
5.8
5.7
4.7

2.9
2.3

13.9
3.3

28.1 
29.0 

25.6 
22.0 

11.9 
15.2 

6.2 
6.5 

2.3 
4.3 
4.1 

3.6 

9.7 
1.2 

40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

骨折・転倒
高齢による衰弱

認知症
関節疾患

心疾患
脳血管疾患

視覚・聴覚障がい
糖尿病

脊椎損傷
悪性新生物（がん）

呼吸器疾患
パーキンソン病
腎疾患（透析）

その他
わからない

大阪市

全国

（%） （%）

※１

 【大阪市・男性】         【全国・男性】 

※割合は不明を除いて算出 

 

図８、図９の資料 

 ＜大阪市＞令和 4 年度大阪市高齢者実態調査（介護保険サービス利用者・未利用者）   

＜全国＞  令和 4 年国民生活基礎調査 

 

 【大阪市・女性】         【全国・女性】 

※1 全国は腎疾患の選択肢がないため、「その他」に含まれる   ※2「無回答」を除いて割合を算出 

※１ 

※1 全国は腎疾患の選択肢がないため、「その他」に含まれる   ※2「無回答」を除いて割合を算出 
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２ 大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」の最終評価 

第２次後期計画では、全体目標と 13 分野の目標（76 項目）を定め、健康づくりに取り組んでき

ました。平成 30（2018）年度から令和５（2023）年度の６か年の取組結果を、令和５（2023)年

８月に健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次後期）」最終評価として取りまとめました。 

（https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000430621.html） 

 

 

（１） 全体目標の評価 

大阪市健康増進計画の基本理念は「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるま

ち・健康都市大阪の実現」であり、第２次後期計画では「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」を

全体目標として掲げています。 

健康寿命は、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間と定義されます。

厚生労働省健康局による「健康寿命の算定方法の指針」によると、健康寿命の指標には、①日常

生活に制限のない期間の平均、②自分が健康であると自覚している期間の平均、③日常生活動

作が自立している期間の平均の３指標があります。このうち③｢日常生活動作が自立している期

間の平均｣は、既存資料（介護保険の介護情報、人口と死亡数）を用いて算出できるため、大阪市

の健康寿命としては、この指標を用いています。 

第２次後期計画では、全体目標である「健康寿命の延伸」の指標を「平均寿命の増加を上回る

健康寿命の増加」としていました。しかし、平成 27（2015）年から令和 3（2021）年で、大阪市

の男性の平均寿命は 0.70 年、健康寿命は 0.46 年、女性の平均寿命は 0.89 年、健康寿命は

0.54 年の延びが見られましたが、平均寿命の増加を上回る健康寿命の増加は見られませんで

した。(表２) 

         表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27（2015）年 令和3（2021）年 平成27（2015）年 令和3（2021）年

男性 79.57年 77.60年

（平成27年と比較） ＋0.70年 ＋0.46年

女性 87.28年 83.17年

（平成27年と比較） ＋0.89年 ＋0.54年

大阪市　平均寿命 大阪市　健康寿命

78.87年 77.14年

86.39年 82.63年

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000430621.html
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【参考】 国と比較するため、大阪市データについても平成 28（2016）年と令和元（2019）

年を比較検討しました。その結果、国の健康寿命の延びは男女ともに平均寿命の延び

をわずかに上回っていましたが、大阪市の健康寿命の延びは男女ともに平均寿命の

増加を下回っていました。（表３） 

表 3 

出典：大阪市 厚生労働科学 健康寿命研究による「健康寿命算定プログラム」で算定 

国 厚生労働行政推進調査事業補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）分担研究報告書 健康寿命の算定・評 

価と延伸可能性の予測に関する研究‐2019 年の算定、2010～2019 年の評価、2020～2040 年の予測‐  

 

健康格差について国は「健康寿命の地域間格差」と定義づけています。本計画では、健康寿命

に関連する４項目（喫煙、肥満、高血圧、高血糖）について、計画策定時の大阪市全体の状況と評

価年の各区の状況を比較することで、健康格差の縮小に関する評価を試みました。その結果、喫

煙率のみ目標を達成しましたが、他の項目では悪化を認めました。今回指標に用いた４項目が健

康寿命に関連することは明らかになっていますが、各指標の改善がどれほど健康格差の縮小に

寄与するかは明らかになっておらず、大阪市の健康格差縮小を評価する指標については、再考

が必要と考えました。 

 

（２） 分野別評価 

「すこやか大阪２１（第２次後期）」策定時に設定された、13 分野の目標（76 項目）について、

原則として、計画策定時に用いた調査と同様の調査方法を用いて、各項目の数値を得ました。 

評価のできた目標項目のうち、A の「目標値に達した」と B の「目標値に達していないが改善

傾向にある」を合わせ、策定時と比較して、全体の約５割弱(4５．８%)の改善がみられました。

(表４) 

表４ 

評価区分 
該当 

項目数 
割合(%) 

E を除く 

割合（％） 

A 目標値に達した  18＊ 23.7 ２５．０ 

B 目標値に達していないが改善傾向にある 15 19.7 ２０．８ 

C 変わらない 26 34.2 ３６．１ 

D 悪化している 13 17.1 １８．１ 

E 評価困難 4 5.3  

合 計 76 100.0 100.0 

＊1 項目については参考値で評価 

 



10 

【大阪市健康増進計画「すこやか大阪 21（第２次後期）」 目標項目の評価結果一覧】 

 
 

 

 

○健康寿命の延伸と健康格差の縮小

分野 項目
指標の

詳細
策定時の値 目標値 現状値 評価 データソース

男性 77.14年 77.60年

女性 82.63年 83.17年

男性 13区 ４区

女性 13区 8区

男性 13区 14区

女性 10区 15区

男性 12区 17区

女性 13区 13区

男性 10区 22区

女性 11区 20区

（１）生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底及びこころの健康づくり

分野 項目
項目

番号
目標項目

詳細

項目

番号

目標項目の指標
指標の

詳細
策定時の値 目標値 現状値 評価 データソース

1 - 男性 120.8 104.2以下 100.5 A

2 - 女性 63.8 54.0以下 58.0 B

3 男性 35.2% 40.4% B

4 女性 28.5% 32.5% B

5 男性 32.8% 32.7% C

6 女性 27.5% 31.9% B

7 男性 40.1% 46.5% B

8 女性 31.1% 42.7% B

9 子宮頸がん検診（20歳以上） 女性 33.6% 34.9% C

10 乳がん検診（40歳以上） 女性 31.0% 34.0% C

11 胃がん検診（40歳以上） - 29,249人 46,500人以上 20,254人 D

12 大腸がん検診（40歳以上） - 65,525人 109,400人以上 62,452人 C

13 肺がん検診（40歳以上） - 49,103人 69,700人以上 51,896人 B

14 子宮頸がん検診（20歳以上） 女性 50,957人 75,900人以上 58,067人 B

15 乳がん検診（40歳以上） 女性 33,347人 53,700人以上 30,605人 D

16 - 男性 41.2 30.2以下 E

17 - 女性 18.6 9.2以下 E

18 - 男性 41.9 34.1以下 E

19 - 女性 14.2 9.6以下 E

20 男性 48.5% 48.5%以下 50.2% D

21 女性 36.6% 36.6%以下 37.5% D

7*
血圧コントロール不良者割合の

減少
22

収縮期180 mmHgまたは

拡張期110 mmHg 以上の者
- 1.02% 0.80%以下 1.03% C

23 男性 43.6% 43.6%以下 45.9% D

24 女性 55.2% 55.2%以下 54.7% A

25 男性 44.9% 41%以下 50.3% D

26 女性 13.0% 12%以下 14.5% D

10 特定健康診査の受診率の向上 27 - - 21.6% 30%以上 22.8% B

11 特定保健指導の実施率の向上 28 - - 2.3% 10%以上 12.4% A

29 男性 15.7% 15.7%以下 17.4% D

30 女性 7.4% 7.4%以下 7.8% D

血糖コントロール不良者の

割合の減少
13*

血糖コントロール不良者割合の

減少
31 HbA1c8.4 %以上の者 - 1.08% 1.00%以下 1.07% C

COPD COPDの認知割合の増加 14 COPDの認知割合の増加 32 20歳以上 - 42.4% 50%以上 50.6% A 市民アンケート

骨粗しょ

う症

骨粗しょう症検診受診者の

増加
15 骨粗しょう症検診受診者の増加 33 18歳以上 - 16,728人 19,000人以上 9,377人 D

骨粗しょう症検診

受診者数

こころの

健康
自殺率の減少傾向の維持 16

自殺率の減少傾向の維持

（人口10万対）
34 - - 22.0 22.0以下 19.3 A 人口動態統計

                       統計学的有意差検定を行わない指標は、評価を網かけとしています

＊平成27年度の大阪市国民健康保険特定健診受診者の年齢構成に年齢調整しています

目標項目 目標項目の指標

全体

目標

健康寿命の延伸 健康寿命の延伸
健康寿命

（要介護認定者数を用いて算出）

平均寿命の延びを

上回る健康寿命の

延び

がん

75歳未満のがんの年齢調

整死亡率の減少
1

75歳未満のがんの年齢調整死

亡率の減少（人口10万対）
人口動態統計

がん検診の受診率の向上

人口動態統計

介護保険認定者数

健康格差の縮小
健康寿命に影響する要因の格差の縮小

（大阪市を下回る区の減少）*

喫煙率

各項目について大

阪市（策定時）を下

回る区の減少

国保特定健診(40～64歳)

高血圧有病者割合

糖尿病有病者割合

肥満者割合

2 市民全体

胃がん検診（40歳以上）

50%以上 市民アンケート

大腸がん検診（40歳以上）

肺がん検診（40歳以上）

3 大阪市がん検診受診者
大阪市がん検診

受診者数

循環器

疾患

脳血管疾患・虚血性心疾患

の年齢調整死亡率の減少

4
脳血管疾患年齢調整死亡率の減

少  （人口10万対）

人口動態統計

5
虚血性心疾患年齢調整死亡率の

減少（人口10万対）

高血圧者の増加の抑制

6* 高血圧有病者割合の増加の抑制
収縮期140 mmHg 以上の

者及び服薬者

国保特定健診
脂質異常症者の増加の抑

制
8*

脂質異常有病者割合の増加の抑

制

LDLコレステロール140 mg/dl

以上の者及び服薬者

メタボリックシンドローム

該当者及び予備群の減少
9*

メタボリックシンドローム該当者

及び予備軍割合の減少

メタボリックシンドローム該当者

及び予備軍

特定健康診査・特定保健指

導の実施率の向上

糖尿病

糖尿病有病者の増加の抑

制
12* 糖尿病有病者割合の増加の抑制

空腹時血糖126 mg/dlまたは

HbA1c6.5 %以上の者及び服

薬者 国保特定健診
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分野 取組みの柱
項目

番号
目標項目

詳細

項目

番号

策定時の値 目標値 現状値 評価 データソース

35 32.4% 29.2%以下 38.0% D

17
適正体重を維持している者の増

加
36 17.1% 15.4%以下 18.9% D

37 ※18.7% 20%以下 19.7% ※A 市民アンケート

18

主食・主菜・副菜を組み合わせた

食事が1日2回以上の日がほぼ

毎日の者の割合の増加

38 39.4% 59.7％以上 38.7% C 市民アンケート

39 32.2% 15%以下 36.0% C 市民アンケート

40 8.9% 6.8%以下 11.0% C

41 20.7% 15%以下 16.5% B

共食の増加（家族・友人と

一緒に食事をする）
20

昼食を1人で食べる人の割合の

減少
42 27.8% 26%以下 29.3% C 市民アンケート

栄養成分表示等を参考にしてい

る者の割合の増加
43 41.8% 46%以上 44.2% C 市民アンケート

栄養成分表示やヘルシーメ

ニューの提供等に取り組む飲食

店の数の増加

44 1,595店 2,070店以上 2,338店 Ａ

「うちのお店も健

康 づくり応援団

の店」登録店舗数

等

45 25.0% 31%以上 33.6% Ａ

46 33.0% 39%以上 41.6% Ａ

47 17.3% 23.3%以上 24.3% Ａ

48 27.5% 33.5%以上 37.7% Ａ

23
ロコモティブシンドロームの認知

割合の増加
49 39.0% 50％以上 41.5% C

24 運動に取り組む機会の提供 50 13区 24区 24区 Ａ

社会環境の整備

に関する取組状

況調査

25 運動に取り組む人の増加 51 36.6% 65％以上 49.6% B
スポーツと健康に

関する実態調査

休養 睡眠による休養の確保 26
睡眠で休養が十分に取れていな

い者の減少
52 25.1% 20%以下 25.2% C 市民アンケート

53 5.2% 4.2%以下 4.3% C

54 1.2% 1.0%以下 1.6% C

55 1.4% 1.4% C

56 1.1% 1.7% C

57 7.5% 5.5% C

58 4.7% 3.2% C

妊娠中の飲酒防止 29 妊娠中の飲酒をなくす 59 1.1% 0% 0.5% B
産婦アンケート

妊娠届出時アンケート

60 32.0% 28.2%以下 23.3% Ａ

61 13.4% 11.8%以下 8.6% Ａ

62 0.5% 0.4% C

63 0.1% 0.1% C

64 2.5% 1.0% C

65 1.0% 1.2% C

妊娠中の喫煙防止 32 妊娠中の喫煙をなくす 66 2.7% 0% 2.2% C
産婦アンケート

妊娠届出時アンケート

67 4.0% 0% 0% Ａ
大阪府独自調査

健康増進法改正

68 13.9% 8%以下 10.3% B 市民アンケート

20歳以上

19 朝食欠食率の減少

20～39歳男性

中学生

中高生アンケート

高校生

（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善

指標の詳細

栄養・

食生活

適正体重の維持

40～69歳代男性の肥満者割合

国保特定健診

40～69歳代女性の肥満者割合

20歳代女性のやせの者の割合

適切な量と質の食事の摂

取

20歳以上

食をとりまく環境の整備 21

20歳以上

-

身体

活動・

運動

身体活動量の増加

22
軽く汗をかく運動の継続者の増

加

20～64歳男性

20歳以上

アル

コール

適正な飲酒 27
多量飲酒者（毎日3合以上の飲

酒をする者）の割合の減少

男性

高校生女性

妊婦

未成年者の飲酒防止 28

未成年者の飲酒をなくす

（この1ヶ月間で飲酒したことの

ある者の割合）

中学生男性

市民アンケート

65歳以上男性

20～64歳女性

65歳以上女性

20歳以上

住民が運動しやすい環境

づくり

64歳以下

20歳以上

市民アンケート

女性

0% 中高生アンケート

中学生女性

高校生男性

たばこ

たばこをやめたい人の禁

煙
30 成人の喫煙率の減少

男性

市民アンケート

女性

未成年者の喫煙防止 31

未成年者の喫煙をなくす

（この1ヶ月間で喫煙したことの

ある者の割合）

妊婦

受動喫煙防止 33
受動喫煙の機会を有する者の割

合の減少

学校

（建物内禁煙を実施していない割合）

家庭

（受動喫煙を受けている者の割合）

中学生男性

0% 中高生アンケート

中学生女性

高校生男性

高校生女性
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分野 取組みの柱
項目

番号
目標項目

詳細

項目

番号

策定時の値 目標値 現状値 評価 データソース

34
3歳児でう蝕がない者の割合の

増加
69 80.8% 83%以上 87.1% A

３歳児

歯科健康診査

35
12歳児の一人平均う歯数の減

少
70 0.86歯 0.84歯未満 0.63歯 A 学校保健統計

定期的な歯科健診の受診 36
過去1年間に歯科健診を受診し

た者の割合の増加
71 49.3% 61%以上 60.9% B 市民アンケート

歯周病予防 37
40歳代で進行した歯周炎を有

する者の割合の抑制
72 44.9% 44.9%以下 49.9% C 歯周病検診

口腔機能の維持・向上 38
60歳代における咀嚼良好者の

割合の増加
73 68.4% 80%以上 74.0% B 市民アンケート

歯の喪失予防 39
80歳で20歯以上の自分の歯を

有する者の割合の増加
74 42.5% 50%以上 51.8% A 市民アンケート

分野 取組みの柱
項目

番号
目標項目

詳細

項目

番号

策定時の値 目標値 現状値 評価 データソース

40
地域のつながりが強い方だと思

う者の割合の増加
75 20歳以上 32.1% 42.1%以上 31.0% C 市民アンケート

41

ボランティア活動（自治会・PTA

活動    など）や趣味（運動・文化

活動）などに自主的に取り組む

者の割合の増加

76 20歳以上 28.3% 35%以上 25.4% D 市民アンケート

（3）健康を支え、守るための地域づくり

指標の詳細

健康を

支え、

守るた

めの地

域 づく

り

人とつながり健康を育む

地域づくり

※　20～29歳女性の回答者数は少なく、1人の回答が与える影響が大きいため参考値とする。

（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善

指標の詳細

歯・口腔

の健康

う蝕予防

-

-

40歳以上

40～49歳

60～69歳

75～84歳

■現状値の調査年

令和３（２０２１）年

令和４（２０２２）年

令和３（２０２１）年度

令和３（２０２１）年度

令和３（２０２１）年度

令和３（２０２１）年度

令和４（２０２２）年度

令和３（２０２１）年度

令和４（２０２2）年

－

令和3（２０２１）年度

－

令和３（２０２１）年度

令和３（２０２１）年度

令和２（２０２0）・３（２０２１）年度

■データソース

・人口動態統計

・市民アンケート「大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」

・大阪市がん検診受診者数

・大阪市国保特定健診

・骨粗しょう症検診受診者数

・「うちのお店も健康づくり応援団の店」登録店舗数等

・社会環境の整備に関する取組状況調査

・スポーツと健康に関する実態調査

・中高生アンケート「すこやか大阪２１健康づくりアンケート（中学生・高校生）」

・産婦アンケート

・妊娠届出時アンケート

・大阪府独自調査

・3歳児歯科健康診査

・学校保健統計

・歯周病検診

■策定時の値の調査年

平成27（２０１５）年

平成28（２０１6）年

平成2８（２０１6）年度

平成27（２０１５）年度

平成28（２０１6）年度

平成28（２０１6）年度

平成28（２０１6）年度

平成24（２０１2）年度

平成28（２０１6）年

平成29（２０１７）年

－

平成28（２０１6）年度

平成27（２０１５）年度

平成27（２０１５）年度

平成26（２０１４）・令和27（２０１５）年度
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第３章 大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第３次）」について 

 

１ 基本的な方向性 

これまで述べた大阪市の現状や第２次後期計画の最終評価、国の基本方針である「健康日本

２１（第三次）」の内容を踏まえ、大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第３次）」では、令和６

（2024）年度から令和 17（2035）年度までの 12 年間において、「健康寿命の延伸」を全体目

標に掲げ取組を進めます。 

本計画では「健康日本 21（第三次）」で示されるビジョンに基づき、誰一人取り残さない健康

づくりの展開(Inclusion)、そしてより実効性をもつ取組の推進(Implementation)に努め

ます。具体的には、ライフコースアプローチを踏まえた視点に基づき、（１）生活機能の維持・向上、

（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善、を主要な柱に据え、個人の行動と健康状態の改善

をめざし、これらの基盤づくりとして（３）健康を支え、守るための地域づくり、をもう一本の柱に

定め、社会環境の質の向上をめざします。 

（イメージ図は 35 ページ参照） 

 

 

２ 全体目標 

分野 目標項目 目標項目の指標 現状値 目標値 データソース 

全体

目標 
健康寿命の延伸 

健康寿命※1）(平均自立

期間：要介護２以上に

なるまでの期間の平

均) 

男性 77.60 年（R3 年） 
平均寿命の延び

を上回る健康寿

命の延び 

人口動態統計    

介護保険認定者数 
女性 83.17 年（R3 年） 

※1) 国が用いる健康寿命の指標：日常生活に制限のない期間の平均【大阪市】男性：69.48 歳、女性：73.01 歳（R 元年） 

 

健康寿命の延伸 

市民の一人ひとりが健康づくりに取り組むことにより、健康寿命を延伸させることができれば、

生活の質の向上や医療費・介護給付費等の負担の減少、社会保障費用の抑制にも繋がります。第

２次後期計画の最終評価では、男女とも健康寿命は延伸しましたが、平均寿命の延びを上回る健

康寿命の延びには至らなかったことから、「健康寿命の延伸」を引き続き全体目標とします。 

健康に影響を与える要因としては、個人の生活習慣だけでなく、個人を取り巻く社会的ネットワ

ークや生活環境、そして社会経済状況などが深く関わっている４）ことが知られています。現在、大

阪市の健康寿命は全国平均を大きく下回っている状況です。この状況を打開するために、健康寿

命の延伸をめざした従来の取組に加え、大阪市が抱える社会的・経済的な状態５）を踏まえ、健康寿

命に関連する各項目について注力すべき対象を明らかにし、関係各所と広く有機的に連携を図り

ながら、大阪市全体で健康状態の底上げをめざします。 

 

 

 

第３章 大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第３次）」について 
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３ 各分野の目標の設定 

全体目標達成のため、主要な３つの取組の方向性を設定し、重点的な取組が必要な項目につ

いて目標設定を行いました。 

 

（１） 生活機能の維持・向上 

高齢化の進展に伴い、生活習慣病（NCDｓ）に罹患せずとも、日常生活に支障をきたす状態が

散見されるようになりました。健康寿命が「日常生活に制限のない期間」であることを鑑みると、

このような状態にならないための取組も重要です。また、生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防及び

重症化予防も、要介護状態になることを防ぐためには不可欠です。これらを踏まえ、生活習慣病

（NCDｓ）の発症予防・重症化予防を内包する概念として、「生活機能の維持・向上」を一つ目の

柱とします。 

生活習慣病（ＮＣＤｓ）は、不適切な食事や運動不足、過度の飲酒、喫煙等、社会環境や経済的

要因による影響を含めた不健康な生活習慣が原因で起こり、その改善により予防が可能となる

疾患として位置づけられています。そして、代表的な生活習慣病（ＮＣＤｓ）として「がん」、「循環

器疾患」、「糖尿病」、「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）」があり、これらの項目について具体的な目標

を設定します。 

さらに、「誰一人取り残さない」健康づくりの観点を踏まえるならば、心身の両面から健康を

保持することが重要です。このことを踏まえ、「ロコモティブシンドローム i）」、「骨粗しょう症」、

「こころの健康」について、それぞれ目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2）NCDｓ：非感染性疾患(Non-communicable diseases) 

※3）がん対策推進基本計画の考え方にならい記載 

 

 

 

 i）ロコモティブシンドローム： 運動器の障がいのために立ったり歩いたりするための身体能力（移動機能）が低

下した状態。 

項目 目標項目 現状値 目標値 データソース

男性
488.9

（H30年）
減少※3）

女性
373.0

（H30年）
減少※3）

男性
438.0
（R３年)

減少※3）

女性
208.9
（R３年)

減少※3）

男性
48.9%
（R４年）

女性
35.4%
（R４年）

男性
38.8%
（R４年）

女性
34.9%
（R４年）

男性
53.4%
（R４年）

女性
47.9%
（R４年）

子宮頸がん検診受診率
（20～69歳）

女性
42.9%
（R４年）

乳がん検診受診率
（40～69歳）

女性
42.7％
（R４年）

人口動態統計

大阪府がん登録
(年報)

分野 目標項目の指標

がん

がんの年齢調整罹患率の減少

がん検診の受診率の向上 市民全体のがん検診受診率向上

胃がん検診受診率
（40～69歳）

がんの年齢調整死亡率の減少 がんの年齢調整死亡率の減少
がんの年齢調整死亡率
（人口10万人当たり）

がんの年齢調整罹患率の減少
がんの年齢調整罹患率
（人口10万人当たり）

生
活
習
慣
病

（
N
C
D
s
※
2

)

の
発
症
予
防
・
重
症
化
予
防

大腸がん検診受診率
（40～69歳）

肺がん検診受診率
（40～69歳）

60.0％以上 市民アンケート
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項目 目標項目 現状値 目標値 データソース

男性
307.4
(R２年） 減少※4）

女性
161.4
（R２年） 減少※4）

高血圧の改善 高血圧の改善
収縮期血圧の平均値
（内服者を含む）

－
127.5mmHg

（R４年度）
123.0mmHg以下 国保特定健診

男性
9.6%

（R４年度）
7.2%以下

女性
13.2%

（R４年度）
9.9%以下

男性
50.0%

（R４年度）

大阪市国保データヘルス

計画※5）に準拠
（R11年度 45.0％以下）

女性
14.6%

（R４年度）

大阪市国保データヘルス

計画※5）に準拠
（R11年度 12.0％以下）

特定健康診査の実施率の向上 特定健康診査の実施率 －
24.2%

（R４年度）

大阪市国保データヘルス

計画※5）に準拠
（R11年度 33.0％以上）

特定保健指導の実施率の向上 特定保健指導の実施率 －
7.2%

（R４年度）

大阪市国保データヘルス

計画※5）に準拠
（R11年度 15.0％以上）

糖尿病の合併症の減少
糖尿病性腎症による新規透析導入患
者数の減少

糖尿病性腎症による年間新規透析
導入患者数（推計値）

－
334人
（R３年）

260人以下

日本透析学会
「わが国の慢性
透析療法の現

況」

男性
18.4%

（R４年度）
18.4%以下

女性
8.8%

（R４年度）
8.8%以下

血糖コントロール不良者の減少 血糖コントロール不良者割合の減少
HbA1c8.0 %以上の者の割合
（内服者を含む）

－
1.48%

（R４年度）

大阪市国保データヘルス

計画※5）に準拠
（R11年度 1.3％以下）

国保特定健診

COPD
（慢性閉塞性

肺疾患）

COPDによる死亡率の増加の
抑制

COPDによる死亡率の増加の抑制
COPDの死亡率
（人口10万人当たり）

－
15.9

（R３年）
15.9以下 人口動態統計

ロコモティブシンドロームの増
加の抑制

足腰に痛みのある高齢者の増加の抑
制

足腰に痛みのある高齢者の人数
（65歳以上、人口千人当たり）

－
240人

（R元年）
240人以下

国民生活基礎調
査（大規模）
市民アンケート

骨粗しょう症検診受診率の向上 骨粗しょう症検診受診率の増加
過去5年間に骨粗しょう症検診を
受けた者の割合（40～74歳女性）

女性
40.2%
（R４年）

45.0%以上 市民アンケート

心理的苦痛を感じている者の
増加の抑制

心理的苦痛を感じている者の増加の
抑制

K６（こころの状態を評価する指
標）の合計得点が10点以上の者の
割合

－
11.6%
（R元年）

11.6%以下
国民生活基礎
調査（大規模）

生
活
習
慣
病

（
N
C
D
s
※
2

)

の
発
症
予
防
・
重
症
化
予
防

分野 目標項目の指標

こころの健康

ロコモティブシンド
ローム(運動器症

候群）

骨粗しょう症

特定健康診査・特定保健指導の
実施率の向上

国保特定健診

糖尿病
糖尿病有病者の増加の抑制 糖尿病有病者割合の増加の抑制

空腹時血糖126 mg/dlまたは
HbA1c6.5 %以上の者及び服薬
者割合

メタボリックシンドローム該当者
及び予備群の減少

メタボリックシンドロームの該当者及
び予備群割合の減少

脳血管疾患・心疾患の年齢調整
死亡率の減少

脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡
率の減少

国保特定健診

循環器疾患

脂質異常者の減少
脂質(LDLコレステロール)高値の者
の減少

脳血管疾患・心疾患の年齢調整死
亡率の合算値
（人口10万人当たり）

人口動態統計

LDLコレステロール160 mg/dl
以上の者の割合
（内服者を含む）

国保特定健診

国保特定健診

メタボリックシンドローム該当者及
び予備群の割合

 

※4）循環器病対策推進基本計画の考え方にならい記載 

※5）大阪市国保データヘルス計画：大阪市国民健康保険 保健事業実施計画・特定健康診査等実施計画 

ア がん 

基本的な考え方 

がんは、大阪市の死亡原因の第１位であるとともに、その年齢調整死亡率（10 万人対）において、

全国との差は縮小傾向にあるものの依然として全国を上回る状況が続いており１)、引き続きその

対策は重要です。がんによる死亡を減らすためには、がんにかからないための生活習慣を身につ

けること（一次予防による罹患率の減少）、早期に発見し、早期治療につなげること（二次予防によ

る死亡率の減少）が必要です。がん検診では「科学的根拠に基づくがん検診」を「適切な精度管理」

のもとで行い、「高い受診率」を維持することが重要とされています６）。そのために検診の質を高く

保ち、受診率を向上させる取組のほか、正しい知識の普及啓発を通じた、がんに対するヘルスリテ

ラシーの向上をめざします。 

市民全体の検診受診率には、地域保健対象者（大阪市がん検診対象者）や職域保健対象者（職場

や加入保険等で受診機会のある者）、個人的に検診を受けた者などが含まれており、それぞれの対

象者数は明確ではありませんが、広く市民に受診啓発を行うことは市民全体の受診率向上のため

の重要な取組のひとつです。 
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今後の取組 

○がんの予防 

日本人における予防可能ながんのリスク因子のうち、生活習慣に関連するものとしては、喫煙、

飲酒、運動不足、肥満・やせ、野菜・果物不足、塩蔵食品の過剰摂取等、様々な生活習慣があるため

７）、健康的な生活習慣を形成していくことが必要です。生活習慣に関する取組の詳細については

（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善に記載しています。 

上記以外のリスク因子としては感染症があり、男性では能動喫煙の次に、女性では最も大きく

寄与（影響）しているという報告があります８）。子宮頸がんは、その原因となるヒトパピローマウイ

ルス（HPV）の感染をワクチン（HPV ワクチン）で予防できるため、大阪市ではその接種勧奨と啓

発を積極的に行っています。また、大阪市において死亡率の高い肝臓がんについては、その原因

の多くが肝炎ウイルスの感染であることから、肝炎ウイルス検査を実施し、肝炎ウイルス陽性者に

対しては、確実な医療機関受診及び適切な治療につなげるための肝炎フォローアップ事業に引き

続き取り組みます。 

加えて、がんの予防においては早期発見し、早期治療につなぐことも重要であることから、胃が

ん・大腸がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん、前立腺がんに対する各がん検診を継続して実施します。 

 

○がん検診の精度の向上 

検診に関するプロセス指標（要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応的中度ほか）などを

基に精度（検診が適切に実施されているか）について分析・評価し、必要な見直しを行うなど、より

良いがん検診の実施をめざし、引き続き医療機関とも連携を図ります。 

 

○がん検診の受診率の向上 

従来の手法に加え SNS 等も用いて、がんの知識や検診の重要性について広く普及啓発を行う

とともに、おおさか健活マイレージ「アスマイル」を活用したインセンティブ付与等の取組を引き続

き行います。 

また、がん検診を夜間あるいは大型商業施設で実施することによる受診機会の拡充、行政オン

ラインシステムからの予約受付や特定健診と同時実施するなどの利便性の向上、及びモデル事業

において効果が確認された、大腸がん検診におけるナッジ j)を活用した新しい受診体制の導入な

ど、受診者目線に立った受診しやすい環境整備に努めます。 

さらに、団体・企業等と連携した受診率向上への取組を行うとともに、職域保健におけるがん検

診実施状況の把握に努め、受診機会がない者への情報提供にも取り組みます。 

 

○がんとの共生 

がんになっても住み慣れた地域社会で仕事や家事、子育てなどを継続し、自分らしく生きるため

には、就労をはじめ様々なサポートと周囲のがん患者に対する理解が必要です。その一環として、

大阪市ではがんに罹患された方の治療と社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図

ることを目的として、がん患者のアピアランスケアｋ)支援事業を新たに開始しています。 

 j)ナッジ：「そっと後押しする」という意味。（行動経済学上）対象者に選択の余地を残しながらも、より良い方向に誘導する手法。 
ｋ)アピアランスケア：アピアランスは「外観や人の容貌」を意味する言葉で、脱毛、手術の傷あとなど、治療によって起こる外見の変

化に対して、患者の悩みに対処し、支援すること。 
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産業保健・医療・福祉・介護分野などと連携し、がん患者には、治療の早期から拠点病院等のが

ん相談支援センターへの案内や福祉等各サービスに関する情報提供などに取り組みます。また、学

校における「がん教育」と、企業・事業所における健康教育等により、がん及びがん患者への理解を

深めるための普及啓発に努めます。 

 

 

イ 循環器疾患 

基本的な考え方 

脳血管疾患及び心疾患を含む循環器疾患は、大阪市民の死亡原因のうち、がんについで第２位

となっています１)。また、脳血管疾患は男性の要介護原因において上位を占め１)、健康寿命の延伸

を阻害する大きな要因の一つです。こうした背景から平成 30(2018)年に「健康寿命の延伸等を

図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」が成立し、この法に基づ

いて作成された循環器病対策推進基本計画に沿って循環器病対策を進めているところです。循環

器疾患の危険因子は、制御できない性、年齢を除くと、高血圧や脂質異常症（特に高 LDL コレステ

ロール血症）、喫煙、糖尿病等があり、これらの因子を適切に管理することで、循環器病を予防する

ことが重要です９-11)。上記の因子のうち、循環器病領域では高血圧と脂質異常症（高 LDL コレステ

ロール血症）について目標を定め、取り組みます。 

また、生活習慣病（ＮＣＤｓ）の重症化予防に対する別の柱としてメタボリックシンドロームに着目

し、早期発見及び重症化予防の観点から、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少、

特定健診・特定保健指導の実施率の向上について、大阪市国民健康保険保健事業実施計画等と整

合性を図りながら、取組を推進します。 

 

今後の取組 

○循環器疾患の発症予防 

ポピュレーションアプローチｌ)として、減塩を含む健康的な生活習慣を形成していくことが必要 

です。禁煙（受動喫煙防止を含む）や適切な飲酒、食生活、運動習慣の改善等が、高血圧症、脂質異

常症、糖尿病などの予防につながります。生活習慣に関する取組の詳細については、（２）ライフス

テージに応じた生活習慣の改善に記載しています。 

 

○特定健診の受診率向上 

地域健康講座などの保健事業や、職域保健との連携を通じた様々な機会を活用して周知に努め

ます。 

さらに、大阪市国民健康保険特定健診においては、広報やホームページ等においてがん検診と

同時に受診できる機会などの周知を行うほか、未受診者に対しては、個別に受診勧奨を行います。 

 

 

 

 
ｌ)ポピュレーションアプローチ：対象を一部に限定せずに、集団全体へアプローチして全体としてのリスクを下げ

ていく方法。 
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○循環器疾患の重症化予防 

特定健診等の受診を通じて、高血圧や脂質異常、高血糖、メタボリックシンドロームを早期に発見

し、特定保健指導等により食生活や運動習慣などの生活習慣の改善を進めています。また、特定健

診等を受診し、治療が必要な人に対しては、ハイリスクアプローチｍ)として、電話・訪問等による保

健指導を実施し、医療機関への受診勧奨を行い、治療に結びつけるための取組を今後も継続します。 

 

 

ウ 糖尿病 

基本的な考え方 

高血糖は、大阪市民において死亡原因の３分の２を占める生活習慣病（NCDｓ）と密接に関連し

ます。また、糖尿病による腎不全は透析導入に至る最大の要因であり 12)、国も糖尿病による腎不全

予防に向けた積極的な対策を求めています 13)。 本計画では、糖尿病対策の三次予防に該当する

「合併症による臓器障がいの予防・生命予後の改善」の観点から、新たに糖尿病性腎不全のアウトカ

ム指標ｎ）を設定し、実効性のある取組を進めます。 

さらに、糖尿病は腎症ばかりでなく、網膜症、神経障がい等の合併症を引き起こし、心筋梗塞や

脳卒中等の心血管疾患のリスク因子となるほか、認知症 14)や大腸がん 15)などの発症リスクを高め

ることも明らかになっており、生活の質や社会経済的活力、社会保障資源に多大な影響を及ぼしま

す 16)。そのため、発症予防及び早期発見への取組を継続すると同時に、重症化予防も視野にいれ

た取組を進める必要があります。糖尿病治療の目標は、血糖値を良好に維持し、合併症の発症・進

展を抑制することによって、糖尿病を持たない者と同様の生活の質を保つことです。以上の観点か

ら、一次予防としての「糖尿病の発症予防」、及び二次予防としての「糖尿病の適切な治療による合

併症の予防」の項目について、他計画とも連携を図りながら取組を推進します。 

 

今後の取組 

〇糖尿病の合併症の減少 

糖尿病の合併症のうち、個人の生活の質への影響、及び医療経済への影響が大きい糖尿病性腎

症に重点を置き、職域保健とも連携しながら、特定健診等の受診を通じた早期発見、早期受診につ

なげる取組を進めます。また、治療が必要な人に対しては、ハイリスクアプローチとして、電話・訪問

等による保健指導を実施し、医療機関への受診勧奨を行い、治療に結びつけるための取組を今後

も継続します。 

 

○糖尿病の発症予防 

ポピュレーションアプローチとして、健康的な生活習慣を形成していくことが必要です。生活習慣

に関する取組の詳細については、（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善に記載しています。

また、ハイリスクアプローチとして、妊娠糖尿病既往女性等の糖尿病発症リスクが高いと知られてい

る集団 17)に対し、正しい知識の啓発、血液検査の機会提供、必要に応じた受診勧奨を目的とした事

業「健やかママの健康チェック」を引き続き実施します。 
 

ｍ）ハイリスクアプローチ：既に健康障がいに関して高いリスクを持ち、疾患を発生しやすい人に対象を絞り込んで

個別に対処していく方法。 
ｎ)アウトカム指標：施策・事業の実施により発生する効果・成果を表す指標。 
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○糖尿病の重症化予防 

特定健診等の受診を推進し、糖尿病（疑いも含む）を早期に発見し、特定保健指導等により食生

活や運動習慣などの生活習慣の改善を進めます。また、特定健診等を受診し、治療が必要な人に

対しては、ハイリスクアプローチとして、電話・訪問等により保健指導を実施し、医療機関への受診

勧奨を行い、治療に結びつけるための取組を今後も推進します。 

 

 

エ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

基本的な考え方 

ＣＯＰＤは従来、肺気腫あるいは慢性気管支炎と呼ばれていた疾患で、主として喫煙のために肺

胞の破壊や気道の炎症が起こり、咳、痰、息切れ等の症状とともに徐々に呼吸障がいが進行する

疾患です。平成 16（2004）年公表の NICE studyo)では、40 歳以上の日本人の COPD 有病

率は 8.6%と推定されています 18)。また、令和３（2021）年の人口動態調査によると、COPD は

大阪市男性の死亡原因の第９位であり、罹患及び死亡の面で影響の大きな生活習慣病（NCDs）

のひとつであると考えられます。引き続き COPD の認知度向上に努めるとともに、禁煙及び受動

喫煙の防止を通じた一次予防（発症予防）、COPD の早期発見・早期治療介入による二次予防（重

症化予防）に取り組み、COPD の死亡率の減少をめざします。 

 

今後の取組 

○ＣＯＰＤの認知度の向上 

早期発見・早期治療のためには、医療機関・薬局など関係機関との連携が必要です。引き続きホ

ームページや広報紙を通じた啓発や、医療機関、薬局、すこやかパートナーｐ）等との連携による健

康講座、イベント等において、ＣＯＰＤや「ＣＯＰＤと喫煙との関連」について普及啓発を通じて認知

度を向上させ、早期発見・早期治療による重症化予防に取り組みます。 

 

○ＣＯＰＤの死亡率の減少 

ＣＯＰＤの最大の原因 19)かつ予防可能な因子は喫煙であり、発症予防・重症化予防において禁

煙は不可欠です。たばこをやめたい人の禁煙サポートのほか、２０歳未満の者・妊娠中の喫煙防止、

受動喫煙防止にも取り組みます。取組の詳細は（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善の項

に記載しています。 
 

 

 

 

 

o)NICE study：ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に関する、わが国最初の全国規模の疫学調査研究。 
ｐ)すこやかパートナー：大阪市健康増進計画の推進を図り、すこやかで心豊かな社会の実現をめざして、自主的な

健康づくり活動や市民の健康づくりを支援する活動を行うために登録された企業、事業所、団体、NPO 法人、自

主グループ等のこと。(令和５年７月 21 日現在 298 団体登録) 
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オ ロコモティブシンドローム（運動器症候群） 

基本的な考え方 

健康寿命に影響する要因（疾患）を考えるうえで、要介護原因疾患が重要です。大阪市女性にお

いては、要介護原因疾患の第１位が骨折・転倒、第４位が関節疾患となっており、運動器の障がいが

上位を占め、全国と比較してもその割合が高くなっています１）。ロコモティブシンドロームとは、骨

や関節の病気、筋力、バランス能力の低下によって転倒・骨折しやすくなることで、自立した生活が

できなくなり、介護が必要となる危険性が高い状態を指しています。ロコモティブシンドロームによ

る移動機能の障がいは、生活機能の維持・向上において重要な問題となるため、その減少をめざし

ます。 

 

今後の取組 

○ロコモティブシンドロームに関する啓発と発症予防・重症化予防 

関係する部署が連携しながら、ホームページや広報紙、講座開催等を通じて、市民へのロコモテ

ィブシンドロームに関する情報を発信するとともに、「百歳体操」等の住民主体の体操・運動等の通

いの場の活動支援を引き続き行います。 

 

 

カ 骨粗しょう症 

基本的な考え方 

前項（オ ロコモティブシンドローム）でも述べたように、健康寿命に影響する要因（疾患）として、

特に女性において関節疾患、骨折・転倒への対応は重要です。骨粗しょう症は関節疾患、骨折の基

礎疾患にあたりますが、骨折するまで無症状で気づかれていないことも少なくありません。骨粗し

ょう症を早期に発見することで、生活習慣の改善と早期の治療介入を行い、骨折を予防し介護予

防につなげることは健康寿命延伸において意義が高いことから、骨粗しょう症検診の受診率の向

上をめざします。 

 

今後の取組 

○骨粗しょう症検診の受診率の向上 

骨粗しょう症の予防には、骨量のピークとされる 20 歳代で自身の骨量を知ることと、特に女性

においては骨量が急激に減少する閉経前後に骨量を測定し、食生活や運動習慣等の生活習慣を

見直し改善することが重要です。大阪市では、18 歳以上のすべての市民の方を対象とした骨粗し

ょう症検診を各区保健福祉センターで実施しています。また、検診時に管理栄養士による個別指導

も実施しています。引き続き若年層も含めた市民への受診機会の提供を行うとともに、骨粗しょう

症検診の受診率の向上に向けて、知識の普及啓発や、効果的な受診勧奨を行うだけでなく、乳が

ん検診やイベント等と同時開催するなど、受診しやすい環境整備に取り組みます。 
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キ こころの健康 

基本的な考え方 

生活機能の維持には、身体の健康だけでなく、こころの健康の保持も重要です 20)。こころの健

康が妨げられると、身体的な健康も損なわれ、生活の質が大きく低下します。中でもうつ病は、健

康的な生活習慣を妨げることで生活習慣病（NCDｓ）の予後を悪化させるのみならず、自殺の背

景に大きく関係することも指摘されています。そのため、ストレスなどによる不安・抑うつ等の心

理的苦痛を軽減することが必要です。近年、こころの健康の保持に関する重要性が増していること

より、新たにこころの健康を評価するアウトカム指標として、心理的苦痛を感じている者について

数値目標を掲げ、関係する部署が連携しながら更なる取組をめざします。 

 

今後の取組 

○ストレス対策 

個人のストレス対処能力を高めるためには、十分な休養を取り入れた生活習慣の形成が重要で 

す。その取組については、（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善に記載しています。       

ストレスについての知識及び気分転換の方法などに関する知識の習得は、抑うつや不安等の心

理的苦痛を減らすことに役立つため、ホームページや広報紙、リーフレットの配布、健康講座の開

催・支援等により、地域・職域への普及啓発を進めます。  

 

○こころの病気の早期発見、早期治療の促進 

うつ病、依存症、統合失調症等のこころの病気について、医師会、精神科病院協会、精神科診療

所協会、薬剤師会、学校保健、すこやかパートナー等とも連携しながら、病気の正しい知識や予防

方法について理解を深めるための普及啓発を積極的に行い、病気の早期発見、早期治療のため引

き続き健康相談に取り組みます。 

 

○自殺予防対策 

大阪市自殺対策基本指針により、ゲートキーパーｑ)の養成などの人材育成や警察署と連携した

自殺未遂者相談支援事業、自死遺族相談など支援体制等を充実させ、自殺死亡率の減少傾向を維

持できるよう取り組みます。なお、自殺の背景には、健康問題、経済・生活問題、家庭問題など様々

な要因が複雑に関係しており、自殺を防ぐには保健医療的な視点だけでなく、社会・経済的な視点

を含めた包括的な取組が必要です。包括的な取組の詳細については、（３）健康を支え、守るため

の地域づくりに記載しています。 

 

 

 

 

 
ｑ)ゲートキーパー：悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと。地域の

かかりつけの医師、保健師等をはじめとする精神保健福祉従事者、行政等の相談窓口職員、民生委員、ボランテ

ィア等、さまざまな人たちがゲートキーパーの役割をになうことを期待されている。 
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（２） ライフステージに応じた生活習慣の改善 

健康寿命の延伸には、市民一人ひとりが自らの健康を保持するため、より良い生活習慣を獲

得することが必要です。その実現に向けて、幼少期に、より良い生活習慣を獲得し、青壮年期以

降も継続して健康的な社会生活を送ることを通じて、生活習慣病（NCDｓ）の予防をめざしま

す。さらに、生活機能の維持・向上の観点を踏まえ、生涯を通じて切れ目のない取組を進めま

す。本計画では、｢栄養・食生活｣、｢身体活動・運動｣、「休養・睡眠」、「アルコール」、「たばこ」、

「歯・口腔の健康」の各分野において、ライフステージに応じた生活習慣の改善のための取組の

柱と目標項目を設定します。 

生活習慣病(NCDs)による死亡へとつながる最大の危険因子は「喫煙」です。生活習慣病

(NCDs)の発症予防と重症化予防のため、特にたばこ対策には重点的に取り組みます。 

 

項目 目標項目 現状値 目標値 データソース

男性
36.7%

（R４年度）
30.0%以下

女性
18.1%

（R４年度）
15.0%以下

女性のやせ（BMI18.5未満）の者
の割合
（20～39歳）

女性
14.8%
（R４年）

14.8%以下 市民アンケート

男性
14.2%
（R４年）

14.1％以下

女性
26.3%
（R４年）

２２．１％以下

児童・生徒における肥満傾向児
の減少

児童・生徒における肥満傾向児の減
少

肥満傾向児の割合（10歳男女） －
11.45％
（R３年度） 減少※６） 学校保健統計

調査

適切な量と質の食事の摂取
栄養バランス等に配慮した食生活を
送っている市民の割合の増加

主食・主菜・副菜を組み合わせた
食事が1日2回以上の日がほぼ毎
日の者の割合
（20歳以上）

－ 38.7%
（R４年）

大阪市食育推進計画に準
拠

（第４次：50.0%以上）
市民アンケート

男性
33.6%
（R４年）

40.0%以上

女性
24.3%
（R４年）

40.0%以上

男性
41.6%
（R４年）

50.0%以上

女性
37.7%
（R４年）

50.0%以上

運動やスポーツを習慣的に行ってい
ないこどもの減少

１週間の総運動時間(体育の授業
を除く)が60分未満の小学生の割
合

－
17.2％
（R３年）

大阪市教育振興基本計画
に準拠

（R7年度 小学生12.1％
以下）

全国体力・運動
能力、運動習慣
等調査

睡眠による休養の確保 睡眠で休養が取れている者の増加
睡眠で休養が取れている者の割合
（20歳以上）

－
74.8%
（R４年）

76.8%以上 市民アンケート

睡眠時間が十分に確保できて
いる者の増加

睡眠時間が６～９時間の者の増加
（60歳以上は６～８時間）

睡眠時間が６～９時間の者の割合
（20歳以上）

－
５３.４%
（R元年）

５８.４%以上
国民生活基礎
調査（大規模）

男性
15.4%
（R４年）

13.0%以下

女性
13.0%
（R４年）

１１．０%以下

男性
1.4%

（R４年）

女性
1.7%

（R４年）

男性
5.5%

（R４年）

女性
3.2%

（R４年）

妊娠中の飲酒防止 妊娠中の飲酒をなくす
妊娠中、飲酒したことのある者の
割合

女性
5.3％

（R４年度）
0%

３か月児健康診
査質問票

20歳未満の者の飲酒をなくす

この1か月間で飲酒したことのあ
る者の割合
中学生（２年生）

休養・睡眠

アルコール

適正な飲酒

20歳未満の者の飲酒防止

軽く汗をかく運動の継続者の割合
（65歳以上）身体活動・運動 身体活動量の増加

軽く汗をかく運動の継続者の増加

軽く汗をかく運動の継続者の割合
（20～64歳）

分野 目標項目の指標

栄養・食生活

適正体重の維持 適正体重を維持している者の増加

肥満者（BMI25以上）割合
（40～69歳）

0%
中高生アンケー
ト

生活習慣病（NCDs）のリスクを高め
る量を飲酒している者（１日当たりの
純アルコール摂取量が男性40g以
上、女性20g以上の者）の減少

生活習慣病（NCDs）のリスクを高
める量を飲酒している者の割合
（20歳以上）

市民アンケート

この1か月間で飲酒したことのあ
る者の割合
高校生（２年生）

国保特定健診

低栄養傾向（BMI20以下）の者の
割合
（65歳以上）

市民アンケート

市民アンケート

 
※6）成育医療等基本方針の考え方にならい記載 
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項目 目標項目 現状値 目標値 データソース

男性
23.3%
（R４年）

20.5%以下

女性
8.6%

（R４年）
7.1%以下

男性
0.4%

（R４年）

女性
0.1%

（R４年）

男性
1.0%

（R４年）

女性
1.2%

（R４年）

妊娠中の喫煙防止 妊娠中の喫煙をなくす
妊娠中、喫煙したことのある者の
割合

女性
2.4%

(R４年度）
0%

３か月児健康診
査質問票

受動喫煙防止
望まない受動喫煙（家庭・職場・飲食
店）の機会を有する者の割合の減少

望まない受動喫煙（家庭・職場・飲
食店）の機会を有する者の割合
（20歳以上）

－

家庭   ：10.3％
職場   ：12.6％
飲食店：18.0％

（R４年）

望まない受動喫煙のない

社会の実現※7） 市民アンケート

定期的な歯科健診の受診
過去1年間に歯科健診を受診した者
の割合の増加

59.9%
（R４年）

70.0%以上 市民アンケート

歯周病予防
40歳以上における歯周炎を有する者
の割合の減少

66.6%
（R４年度）

59.4%以下 歯周病検診

口腔機能の維持・向上
50歳以上における咀嚼良好者の割
合の増加

73.6%
（R４年）

80.0%以上 市民アンケート

3歳児で4本以上のう蝕のある歯を
有する者の割合の減少

2.8%
（R４年度）

0%
３歳児歯科健康
診査

12歳児でう蝕のない者の割合の増加
69.1%

（R３年度）
90.0%以上

学校保健統計
調査

60歳以上における未処置歯を有する
者の割合の減少
（中間見直し時に”60歳以上における
未処置の根面う蝕を有する者の割
合”に変更予定）

34.4%
（R４年度）

24.1%以下 歯周病検診

歯の喪失予防
80歳で20歯以上の自分の歯を有す
る者の割合の増加

51.8%
（R４年）

65.0%以上 市民アンケート

歯・口腔の健康

う蝕予防

分野 目標項目の指標

たばこ

たばこをやめたい人の禁煙 20歳以上の者の喫煙率の減少
喫煙率
（20歳以上）

市民アンケート

この1か月間で喫煙したことのあ
る者の割合
高校生（２年生）

20歳未満の者の喫煙防止 20歳未満の者の喫煙をなくす

この1か月間で喫煙したことのあ
る者の割合
中学生（２年生）

過去1年間に歯科健診を受診した者の割合
（20歳以上）

歯周炎を有する者の割合
（40～70歳）

咀嚼良好者の割合
（50歳以上）

4本以上のう蝕のある歯を有する者の割合
（３歳児）

う蝕のない者の割合
（12歳児）

未処置歯を有する者の割合
（60～70歳）

20歯以上の自分の歯を有する者の割合
（75～84歳）

0%
中高生アンケー
ト

 
※7）健康日本 21（第三次）の考え方にならい記載 

 

ア 栄養・食生活 

基本的な考え方 

健康寿命を延伸するためには、やせや肥満を予防し適正体重を維持することが重要です。その

ためには、主食・主菜・副菜を組み合わせた栄養バランスに配慮した食事等、適切な量と質の食事

の摂取が大切です。 

 

今後の取組 

○適正体重ｒ）の維持 

小児肥満は成人肥満に移行しやすく、将来の生活習慣病（NCDs）の原因となるため、小児期か

ら健康的な生活習慣を身につけることが重要です。若年女性ではやせ、中高年では肥満、高齢者

では低栄養傾向が課題となっており、食生活や運動習慣等の生活習慣の改善や、適正体重を維持

することの重要性について、地域における健康教育の実施や大学・企業等との連携による啓発活

動、SNS・広報紙等を通じた情報発信などにより普及啓発を行います。 

児童・生徒には、学校保健等との連携、成人には、特定健診・特定保健指導の推進及び地域等と

連携した取組により、適正体重の維持に取り組みます。高齢者では、口腔機能や活動量の低下等に

よる食欲低下に伴い低栄養となることがあるため、口腔機能の向上と合わせて栄養状態の改善に

ついて啓発を行うとともに、一般介護予防事業等を通じて、適正体重の維持に努めます。 

 

 ｒ）適正体重：ＢＭＩ（肥満度指数）で算出される値で、18.5～25 未満が適正体重。18.5 未満がやせ、25 以上が肥満。 

算出方法 [体重(ｋｇ)]/[身長(ｍ)×身長(ｍ)] 
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○適切な量と質の食事の摂取 

主食・主菜・副菜をバランスよく組み合わせた食事の摂取や食塩摂取量の減少、野菜摂取量の増

加など望ましい食習慣の重要性について、地域において健康講座、イベント等を開催するとともに、

リーフレットの配布やホームページ、SNS、広報紙等を通じた情報発信などにより普及啓発を行い

ます。 

児童・生徒には、学校保健等との連携により、望ましい食習慣の形成を促し、朝食欠食割合の減

少に取り組みます。成人には、地域において「食育に関するボランティア」等との連携により、生活

習慣病(NCDs)を予防するための取組を推進します。 

高齢者には、一般介護予防事業等を通じて、不足しがちなたんぱく質や脂質等の摂取をはじめ

とする適切な食事の量と質について啓発し、低栄養予防のための食生活の推進に取り組みます。 

 

 

イ 身体活動・運動 

基本的な考え方 

身体活動・運動の不足は、喫煙、高血圧に次いで、生活習慣病（NCDs）による死亡へとつながる

第３位の危険因子といわれており 21)、高齢者の認知機能や運動機能などを含む社会生活機能の

低下とも関連していることが報告されています 22)。身体活動は妊婦・産後の女性、慢性疾患や障

がいのある人を含め、さまざまな人々に対して健康効果があるとされていることから 23-25)、これ

ら身体活動・運動の意義と重要性を啓発し、実践を支援することが必要です。 

 

今後の取組 

○軽く汗をかく運動の継続者の増加 

運動習慣を有する者は、運動習慣のない者に比べて、生活習慣病（NCDｓ）発症や死亡のリスク

が低いことが報告されています 26-28)。身体活動・運動の重要性や日常的に実施できる具体的な

方法等について、ホームページや広報紙、リーフレットの配布や健康講座、イベント等の開催による

普及啓発に取り組みます。成人には、特定健診・特定保健指導の推進による指導機会の充実、健康

増進施設やすこやかパートナー等との連携により、それぞれ不足している身体活動量の増加をめ

ざします。高齢者については、下肢や体幹の筋力低下が要介護状態と関連しているため、運動器

（骨、関節、筋肉等）の健康維持が重要です。ロコモティブシンドロームの認知及び運動や外出の重

要性等についての普及啓発を進めるとともに、住民主体の介護予防活動の支援や介護予防ポイン

ト事業ｓ)の推進などに取り組みます。 

 

○運動やスポーツを習慣的に行っていないこどもの減少 

幼少期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも大きく影響を与えるといわ

れています。また、身体活動が身体的・心理的・社会的に良い影響を及ぼすことが報告されていま

す 29,30)。児童・生徒には、学校保健等との連携により運動習慣の形成を促します。他計画とも連携

を図りながら、取組を推進します。 

 

 ｓ)介護予防ポイント事業：高齢者の外出の機会の増加や社会参加の推進を図り、生きがいづくりや介護予防につなげ

ることを目的とし、ポイントの対象となる活動をおこなった場合にポイントが貯まり、貯まったポイントを換金でき

る事業のこと。 
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ウ 休養・睡眠 

基本的な考え方 

「休養」とは、休息により心身の疲労を回復するだけでなく、心身の能力を自ら高める営みも包

括する概念です。心身の健康を保持するためには、十分な睡眠や余暇活動が必要です。 

睡眠不足は、疲労や判断力の低下を起こし、事故の危険性を高める 31)など、生活の質に大きく

影響します 32)。また、睡眠障がいは、こころの病気との関連 33)や、肥満 34)、高血圧 35)、糖尿病 36)、

心疾患 37)、脳血管疾患 38)などの生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症及び死亡率の増加 39)とも関連する

と報告されています。より良い睡眠をとることは、心身の健康を保持・増進する点で極めて重要で

あり、より良い睡眠には、睡眠の質と量、いずれもの向上が必要であることから、本計画ではそれ

ぞれに関連する数値目標を設定し、更なる取組を推進します。 

 

今後の取組 

○睡眠による休養の確保 

地域における健康講座の開催や学校・職域保健との連携などにより、心身の健康づくりにおけ

る良い睡眠の重要性に関する普及啓発を行い、望ましい睡眠習慣を定着させ、睡眠による休養が

確保できるよう取り組みます。 

 

 

エ アルコール 

基本的な考え方 

健康日本２１（第三次）では、引き続き、生活習慣病(NCDs)のリスクを高める飲酒量を１日当た

りの平均純アルコール摂取量ｔ)が男性 40g 以上、女性 20g 以上と定義しています 40)。また、がん

対策推進基本計画（第４期）において、飲酒は予防可能ながんリスク因子とされています６)。飲酒に

よる健康影響や適正な飲酒の普及啓発が重要です。 

 

今後の取組 

○適正な飲酒 

生活習慣病（NCDs）のリスクを高めない適正な飲酒、及び飲酒による健康影響等について、地

域において健康講座、イベント等を開催するとともに、リーフレットの配布やホームページ・広報紙

等を通じて、職域保健とも連携し普及啓発を行います。大阪市では、全国に比べて生活習慣病

（NCDs）のリスクを高める量を飲酒している女性の割合が多いことから、体格の差などにより、男

性に比べて女性は少ない飲酒量でも生活習慣病（NCDs）のリスクが高まることに関する情報提

供にも取り組みます。 

 

 

 

 

 

ｔ)純アルコール摂取量：計算式（ｇ）＝お酒の量（ml）×アルコール度数（％）÷100×0.8（アルコールの比重） 

【参考】純アルコール 20g 目安：ビール（５％）500ml、缶チューハイ（７％）350ml、日本酒（1４％）180ml、ワ

イン（1４％）180ml、焼酎（２５％）1０0ml、ウイスキー（4２％）60ml 
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○20 歳未満の者の飲酒防止 

学校保健や地域住民等と連携し、飲酒による健康影響等についての普及啓発を行い、地域全体

で 20 歳未満の者の飲酒防止に取り組みます。 

 

○妊娠中の飲酒防止 

大阪市では全国に比べて飲酒している妊婦の割合が多いことから、妊娠中の飲酒による健康影

響等について、母子健康手帳交付時の妊婦面接や妊婦教室等における健康教育、健康相談時に広

く普及啓発を行うほか、引き続き産科医療機関等との連携にも取り組みます。 

 

 

オ たばこ  

基本的な考え方 

大阪市の喫煙率は男女ともに減少傾向ですが、依然として全国より高い状況です。喫煙はがん、

循環器疾患、糖尿病、COPD 等の呼吸器疾患、周産期の異常（早産、低出生体重児等）、その他多

くの疾患の原因であり 41)、生活習慣病(NCDs)による死亡へとつながる最大の危険因子です。た

ばこ対策の推進は、生活習慣病(NCDs)の発症や死亡を短期間に減少させることが明らかにされ

ており 42)、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約 (FCTC) u) に基づく国の取組を踏ま

え、大阪市においても引き続きたばこ対策の取組を推進していきます。 

たばこ対策においては、喫煙者自身のたばこによる健康への悪影響だけでなく、非喫煙者がた

ばこの煙や、喫煙者の呼気に含まれる有害物質を吸引することで生じる受動喫煙についても考慮

する必要があります。受動喫煙は、虚血性心疾患や肺がん、小児の喘息、呼吸機能低下等のリスク

を高めることがわかっていることから 41)、望まない受動喫煙のない社会の実現をめざします。 

本計画では、健康増進法の趣旨を踏まえ、引き続き職場、飲食店等における望まない受動喫煙

を防止するための取組を推進します。また、屋外や家庭等においては、望まない受動喫煙を生じさ

せることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされていることから、周知・啓発に努

めます。 

近年日本では加熱式たばこｖ)が普及し、特に 20～40 歳代での流行がみられます。加熱式たば

この主流煙には、多くの種類の有害化学物質が含まれるものの、ニコチン以外の有害化学物質の

量は紙巻きたばこに比べて少ないと報告されています。しかし、販売開始からの年月が浅く、長期

使用に伴う健康影響は明らかになっていません。また、有害化学物質の量が少ないとしても、たば

こ煙にさらされることについては安全なレベルはなく、喫煙者と受動喫煙者の健康に悪影響を及

ぼす可能性が否定できないと考えられています 43)。今後さらに研究や調査が進むと考えられます

ので、引き続き動向を注視していきます。 

 

 

 

 

 

u)たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（WHO Framework Convention on Tobacco Control: 

FCTC）：世界保健機構(WHO)がたばこによる悪影響から現在及び将来の世代を守ることを目的に制定。日本も

２００５年の発行時から参加。 

外務省.「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」.  
ｖ)加熱式たばこ：たばこ葉やその加工品を電気的に加熱し、発生させたニコチンを吸入するたばこ製品。 

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/tobacco/yt-018.html
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今後の取組 

○たばこをやめたい人の禁煙 

ホームページやポスターを通じた啓発や、リーフレットの配布、健康講座の開催等により禁煙の

重要性について普及啓発を行います。 

禁煙外来、禁煙サポート等を提供できる医療機関に関する情報発信を行い、加熱式たばこを含

めた、たばこをやめたい人への禁煙サポートを推進します。 

特定健診・特定保健指導における喫煙者への健康教育や健康相談の実施、すこやかパートナー

等との連携により、禁煙の推進に取り組みます。 

新たな取組として、令和５（2023）年度から令和７（2025）年度に、主に妊婦や子育て層をタ

ーゲットにアプリを用いた禁煙支援を行い、より効果的な禁煙支援策に繋げます。 

 

○20 歳未満の者の喫煙防止 

児童・生徒には、学校保健等との連携により喫煙防止教育を行います。また、地域住民やすこや

かパートナー等と連携し、地域全体で取り組みます。 

 

○妊娠中の喫煙防止 

妊娠中の喫煙による健康影響や受動喫煙防止対策等について、母子健康手帳交付時の妊婦面

接や妊婦教室等における健康教育、健康相談時に広く普及啓発を行うほか、引き続き産科医療機

関等との連携にも取り組みます。 

 

○受動喫煙防止 

分煙では、受動喫煙による健康への悪影響を完全に防ぐことはできないとの報告 41)があり、ま

た、屋外であっても、子どもや多数の者の利用が想定される公共的な空間での受動喫煙防止対策

は重要であるとの報告 44)もあることから、ホームページやポスター、リーフレットの配布等により、

受動喫煙の健康影響等について、正しい知識の普及啓発に取り組みます。 

 

〇路上喫煙対策 

大阪市では平成 19(2007)年から「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき「路上喫煙

禁止地区」を指定し、違反者には過料を適用しています。さらに、2025 年大阪・関西万博の開催

に向けた、令和７(2025)年１月からの市内全域における路上喫煙禁止にあわせ、受動喫煙防止

の取組を進めます。 
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カ 歯・口腔の健康 

基本的な考え方 

歯・口腔の健康は、健康で質の高い生活を営む上で基本的かつ重要な役割を果たしています。 

口腔の健康は全身の健康に影響することから、全身の健康を保つ観点からも、歯・口腔の健康

づくりへの取組が必要です。 

歯を失う主な原因はう蝕（むし歯）と歯周病です 45)。そして、う蝕や歯周病などに起因する歯の

喪失は、口腔機能と関係しています。口腔機能は摂食や構音、ひいては健康寿命の延伸や生活の

質の向上に関係することから、生涯を通じて口腔機能の獲得・維持・向上を図ることが重要です。 

 

今後の取組 

〇う蝕予防 

幼児期には、１歳６か月児・３歳児歯科健康診査の受診及びフッ化物塗布の普及を進めるととも

に、乳幼児健診などの機会を活用して、早い時期からのう蝕予防に取り組みます。 

学童期には、学校保健等との連携により、歯・口腔の健康づくりを通して、適切な歯みがき習慣

の形成やより良い生活習慣の確立を図り、う蝕・歯周病予防に取り組みます。 

高齢期には、自分の歯をより多く有する者の増加に伴い、根面う蝕ｗ）などの高齢者によくみられ

る歯科疾患の普及啓発に取り組みます。 

 

〇定期的な歯科健診受診の推進、歯周病予防及び歯の喪失予防 

ホームページや広報紙、リーフレットの配布を通じて、また歯科医師会・歯科衛生士会等との連

携による健康講座、イベント等の開催により、青壮年期から歯周病予防に取り組むよう周知し、定

期的な歯科健診受診の必要性、歯周病予防及び歯の喪失予防等について普及啓発を行います。 

また、歯周病は生活習慣病(NCDs)との関連が認められていることから、関係機関と連携し、歯

周病検診の受診勧奨など、全身の健康への影響を踏まえた普及啓発に取り組みます。 

 

〇口腔機能の維持・向上 

ホームページや広報紙、リーフレットの配布等を通じて、オーラルフレイルに関する情報や、生涯

を通じての口腔機能の維持・向上の重要性等について、普及啓発を行います。 

高齢者には、歯科健康相談、口腔機能向上のための体操・口腔ケアの方法等を取り入れた介護

予防教室及び「百歳体操」等の住民主体の通いの場の活動支援を行い、口腔機能の維持・向上をめ

ざします。 

 

〇サポートを必要とする方（障がい者・介護を必要とする高齢者）の支援 

自ら口腔ケアを行うことが困難な障がい者、要介護高齢者等について、歯科口腔保健の推進を

図るため、歯科疾患予防等に関する知識の普及啓発に取り組みます。 

 

 

 ｗ）根面う蝕：加齢や歯周病進行に伴い、歯肉が退縮した結果、もともと歯肉に覆われていた歯の根元が露出するよう

になる。この露出した部分に発生するう蝕のこと。 
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〇大規模災害時に備えた歯科口腔保健の推進 

災害時における口腔内の清掃不良等により生じる健康被害を防ぐために、災害時に必要な歯科

保健サービスを提供できる体制構築に平時から努め、地域の歯科医師会等の関係団体と連携する

よう取組を進めます。 
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（３） 健康を支え、守るための地域づくり 

健康寿命を延伸するためには、個人の行動と健康状態の改善に加えて、個人を取り巻く社会

環境の質の向上を図ることも重要です。そのため、大阪市では前計画から「健康を支え、守るた

めの地域づくり」という分野を設け、社会環境の整備に努めてきたところです。 

近年、社会環境整備の重要性が注目されていることを受け、本計画では「社会とのつながり、

こころの健康の維持・向上」及び「健康へと導く基盤づくり」という分野を新たに設定し、関連す

る行政分野や団体とも連携を図りながら、社会環境の質の向上に努めます。 

 

 

項目 目標項目 現状値 目標値 データソース

地域の人々とのつながりが強い
と思う者の増加

地域のつながりが強い方だと思う者
の割合の増加

31.0%
（R４年）

35.0%以上 市民アンケート

社会活動（就労を含む)を行っ
ている者の増加

ボランティア活動（自治会・PTA活動
など）や趣味（運動・文化活動）などに
自主的に取り組む者の割合の増加

52.0%
（R４年）

57.0%以上 市民アンケート

共食の増加
（家族・友人等と一緒に食事を
する）

昼食を1人で食べる人の割合の減少
29.3%
（R４年）

大阪市食育推進計画に準
拠

（第４次：26.0%以下）
市民アンケート

ゲートキーパーの増加 ゲートキーパー養成者数の増加
6,423人

（R４年度末）

大阪市自殺対策基本指針
に準拠

（第２次：R9年度末
10,000人以上）

ゲートキーパー
養成研修、専門
研修受講者数

やさいTABE店（一人前概ね120ｇ以
上の野菜を使用したメニューを提供
する飲食店等）の登録店舗数の増加

西部：27店舗
南部：20店舗

（R４年）

大阪市食育推進計画に準
拠

第４次
西部：59店舗以上
南部：84店舗以上

やさいTABE店
登録店舗数

栄養管理を行っている特定給食施設
（病院及び介護保険施設を除く）の割
合の増加

45.4%
（R４年）

67.0%以上
特定給食施設栄
養管理報告書

住民が運動しやすい環境づくり 気軽に運動できる機会の増加
54.6%
（R３年）

大阪市スポーツ振興計画
に準拠

（第２期：R8年度
65.0%以上）

民間ネット調査

受動喫煙防止
望まない受動喫煙（家庭・職場・飲食
店）の機会を有する者の割合の減少
【（２）㋔④】再掲

家庭   ：10.3％
職場   ：12.6％
飲食店：18.0％

（R４年）

望まない受動喫煙のない

社会の実現※7） 市民アンケート

特定給食施設栄養管理報告書に給与栄養量
（エネルギー、たんぱく質、脂質、食塩相当量）の
記載がある施設の割合

運動に取り組む人の割合
（18歳以上）

望まない受動喫煙（家庭・職場・飲食店）の機会
を有する者の割合
（20歳以上）

地域のつながりが強い方だと思う者の割合
（20歳以上）

ボランティア活動（自治会・PTA活動など）や
趣味（運動・文化活動）などに自主的に取り組む
者の割合
（20歳以上）

昼食を1人で食べる人の割合
（20歳以上）

ゲートキーパー養成者数

基本保健医療圏域内の
「やさいTABE店」登録店舗数

目標項目の指標

社会とのつなが
り、こころの健康の

維持・向上

健康へと導く
基盤づくり

食をとりまく環境の整備

分野

 
※7）健康日本 21（第三次）の考え方にならい記載 
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ア 社会とのつながり、こころの健康の維持・向上 

基本的な考え方 

人々の健康は、その人を取り巻く社会環境に影響を受けることが知られています。例えば、就労、

ボランティア、通いの場といった居場所づくりや社会参加は、健康に影響を及ぼします。また、健康

な住民における生活の背景には、「よいコミュ二ティ」があることが指摘されています。このような

地域に根差した信頼や社会規範、ネットワークといった社会関係資本を意味するソーシャルキャピ

タルｘ)の醸成を促すことは健康づくりにおいても有用です。 

 

今後の取組 

○地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加 

地域とのつながりが豊かな人は、様々な人々と交流する機会や社会活動に参加するきっかけに

恵まれることから、健康状態が良いとされています 46）。大阪市では、「ニア・イズ・ベター」の理念の

もと、地域コミュニティの活性化に取り組んでいます。健康づくり施策に関わる関係機関等と連

携・協働し、地域でいきいきと健康に暮らせる地域づくりに取り組みます。 

 

○社会活動を行っている者の増加 

健康目的の活動だけでなく、健康目的に特化しない様々な社会活動への参加も、健康増進につ

ながることが研究で報告されています 47)。このことから、就労の継続、自主的に趣味（運動・文化

活動）やボランティア活動（自治会・PTA 活動ほか）等に取り組む重要性について、普及啓発に努

めます。また、地域（区）とすこやかパートナーとの健康づくり活動への連携事業の増加、周知広報

にも引き続き積極的に取り組みます。 

 

○共食（家族・友人と一緒に食事をする）の増加 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、地域での共食の機会は減少しましたが、方法等

を工夫することで少しずつ回復傾向にあります。家族や友人と共食をすることにより、適切な食習

慣の確立、適切な量と質の食事の摂取につながることから、学童・思春期の子どもたちには家族と

一緒に食事をする共食の重要性について、学校保健等との連携により普及啓発を推進します。 

成人や高齢者には、生活意欲や食事の質を向上させる等の効果をもたらすとされる家族や仲間

との共食について、地域における健康教育や一般介護予防事業を通じて普及啓発に取り組みま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｘ)ソーシャルキャピタル：人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのできる、「信

頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴。（アメリカの政治学者、ロバート・パットナムの定義） 物的

資本(Physical Capital) や人的資本(Human Capital) などと並ぶ新しい概念。本計画では、「社会的な

人のつながり」としている。 
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○こころの健康を守る環境づくり 

こころの健康を保持し、自殺を予防するために、適切な環境づくりが重要です。また、働く世代

の自殺防止には、事業所におけるストレスチェックの実施など、こころの状態を知る事が必要です。

産業保健総合支援センターや職域保健との連携により、メンタルヘルス対策に取り組みます。 

また、包括的な自殺対策支援として、メンタルヘルスやうつ病・不安障がいなど精神疾患への正

しい知識を普及し、自殺の危機を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる「ゲートキ

ーパー」の養成を行います。 

 

 

イ 健康へと導く基盤づくり 

基本的な考え方 

健康寿命の延伸のためには、健康への関心が高い者が自ら積極的に健康づくりに取り組むだけ

ではなく、個人の努力によらない、ただ暮らすだけで自然と健康になれるまちづくりが重要です。

健康へと導く基盤づくりとして、食環境の整備、運動しやすい環境づくり、受動喫煙防止に取り組

みます。 

 

今後の取組 

○食をとりまく環境の整備 

大阪市食育推進計画とも連携しながら、やさい TABE 店（一人前概ね 120g 以上の野菜を使

用したメニューを提供する飲食店等）の増加に取り組むとともに、特に若い世代へのアプローチと

して、SNS 等を用いて登録店の周知を行います。また適切に栄養管理されている特定給食施設を

増やし、食環境の改善に取り組みます。 

 

○住民が運動しやすい環境づくり 

関係する部署が連携しながら、スポーツによる健康・生きがいづくりとして、ライフスタイルに

応じたスポーツの推進、スポーツの魅力・情報発信等に取り組みます。 

 

○受動喫煙防止（再掲） 

「（２）ライフステージに応じた生活習慣の改善 オ たばこ」（26，27 ページ）を参照。 

 

 

  



33 

第４章 計画を推進するために 

 

１ 推進体制 

大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第３次）」の推進を図るため、市民はもとより、市民を取

り巻く地域・職域・学校に関連する各種団体、企業・事業所、医療保険者、教育機関、地域保健医療

機関（医療機関・薬局等）、行政機関等が計画の基本理念を共有し、それぞれの役割を果たすとと

もに、相互の連携を図りながら、社会全体で一体となり、市民の健康づくりを推進します。 

 

（１） 地域における計画の推進 

生涯を通じて、心身ともにすこやかであることは、幸せな暮らしの原点であり、その実現には

市民の主体的な健康づくりが重要となります。大阪市では、「ニア・イズ・ベター」の考え方のもと、

地域の実情や特性に即した区政運営が進められています。 

健康づくりの施策や事業についても、住民の意見を取り入れながら企画・立案し、ソーシャル

キャピタルを活かした健康づくりに取り組みます。 

また、地域の健康づくり活動の情報をわかりやすく提供するとともに、市民の意見を集めて

活かす情報の双方向のやり取りに努め、科学的根拠に基づく保健・福祉サービス、地域保健活

動を住民とともに推進します。 

地域においては「すこやかパートナー」をはじめとする健康づくり団体との連携による活動を

引き続き行います。 

 

（２） 市全体における計画の推進 

計画を進めるにあたり、庁内に、区・関係局の緊密な連携協力を確保するため「すこやか大阪

推進検討会議」を開催し、健康づくり施策の推進に取り組みます。あわせて、学識経験者、医療

関係者、保健関係者、市民等で構成する「すこやか大阪２１推進会議」を開催し、計画の進捗状況、

健康づくり施策、及び地域保健と職域保健の総合的な取組等について幅広く意見を聴取します。 

また、「すこやかパートナー」の拡充とともに、区・健康局と協働するだけでなく、すこやかパー

トナー同士の活動を結びつける意見交換会を開催し、パートナー活動の更なる活性化を図りま

す。すこやかパートナー活動において市民協働に結び付いた事例や健康情報等を市全体に提供

し、地域社会全体で健康づくりに向けた機運を盛り上げていきます。 

計画を効果的に推進するためには、地域保健、職域保健、学校保健の連携が極めて重要であ

るとともに、行政と各団体が実務レベルで具体的な実践活動を進めることが大切です。 

職域保健に関しては、働き世代の健康管理をより充実させるため、産業保健総合支援センタ

ー、国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会（協会けんぽ）等と「地域・職域保健実務者会

議」を開催し、健康づくりにかかる諸課題の解消に向け、連携・協働します。学校保健に関しては、

教育活動を通じて地域社会の協力も得ながら、引き続きたばこやアルコールにおける２０歳未

満の者への対策、歯・口腔の健康、及び食育等に取り組みます。 

    情報の有効活用については、全市的な情報の収集、各種情報やデータを集約してわかりやす

く市民に発信するとともに、市民一人ひとりが健康づくりに関心を持ち、自主的な活動に取り

組むことのできる地域づくりをめざします。 

第４章 計画を推進するために 
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２ 計画の進捗管理と実績の評価      

（１） 進捗管理 

計画を効果的に推進するために、可能な目標項目については、毎年その数値目標を把握する

など、進捗状況の継続的な把握に努めます。その状況については、「すこやか大阪２１推進会議」

や「すこやか大阪推進検討会議」などにより専門家や関係する方々から意見を聴取し、計画のよ

り効果的な推進を図ります。 

 

（２） 実績の評価 

   大阪市の健康状況をあらわす全体の指標は「健康寿命」とし、これに影響する疾病や生活習慣

について、大阪市民の健康指標として特に重要なものを目標項目として定めて目標値を設定し、

その数値は、可能な限り既存の資料を活用して継続的に評価しますが、生活習慣などの既存の

資料で把握できない目標項目については、計画的に調査を実施し、数値の把握に努めます。 

計画の最終年度である令和 17（2035）年度には、すべての目標項目の数値を把握し、達成

状況については科学的根拠に基づいて評価を行います。 

 

 

 

 

  



35 

 

 

 

 

３ 大阪市健康増進計画「すこやか大阪 21（第３次）」（イメージ）  
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ｙ)フレイル：加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態を表す frailty（虚弱）の日本語訳として

日本老年医学会が提唱した用語。要介護状態に至る前段階として位置づけられるが、身体的脆弱性のみならず精神心理的

脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立障がいや死亡を含む健康障がいを招きやすいハイリスク状

態を意味する。 
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大阪市健康増進計画「すこやか大阪 21（第３次）」推進体制（イメージ） 

  

　　

福祉局

報告 意見

課題検討

（関係課内）

・必要時意見聴取

・検討結果の報告

指示・報告

委員の参画・課題提起 等

・必要時意見聴取

・検討結果の報告

・課題提起 等

指示報告

地域職域保健実

務者会議
すこやか大阪推進検討会議

意見・報告

すこやか大阪推進ワーキング

・ 重点分野の取組の推進（                ）

・ 地域特性に応じた健康づくりの推進

【行政】（地域保健）

教育委員会

事務局
こども

青少年局
区役所健康局

【地域】

【市民・家庭】

教育機関

（学校保健）

各種団体※

医療保険者

地域保健医療機関※

すこやか

パートナー

企業・事業所

（職域保健）

・「働き世代」の健康づくり

の取組推進

すこやか大阪21(第3次)推進会議

経済戦略局
その他

関係局

※医療機関・歯科医療機関・

薬局等

※地域団体・NPO等
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参考資料 大阪市健康増進計画「すこやか大阪 21(第３次)」目標項目 

大阪市健康増進計画「すこやか大阪21(第３次)」目標項目（案）
○健康寿命の延伸

項目 現状値 目標値 データソース

男性
77.60年
（R３年）

女性
83.17年
（R３年）

※1）国が用いる健康寿命の指標：日常生活に制限のない期間の平均 【大阪市】　男性：69.48 歳　、女性：73.01 歳 （R元年）

（1）生活機能の維持・向上

カテゴ
リー

項目
項目
番号

目標項目
詳細

項目番号
現状値 目標値 データソース

1 男性
488.9

（H30年）
減少※3）

2 女性
373.0

（H30年）
減少※3）

3 男性
438.0
（R３年)

減少※3）

4 女性
208.9
（R３年)

減少※3）

5 男性
48.9%
（R４年）

6 女性
35.4%
（R４年）

7 男性
38.8%
（R４年）

8 女性
34.9%
（R４年）

9 男性
53.4%
（R４年）

10 女性
47.9%
（R４年）

11
子宮頸がん検診受診率
（20～69歳）

女性
42.9%
（R４年）

12
乳がん検診受診率
（40～69歳）

女性
42.7％
（R４年）

13 男性
307.4
(R２年）

減少※4）

14 女性
161.4
（R２年）

減少※4）

高血圧の改善 5 高血圧の改善 15
収縮期血圧の平均値
（内服者を含む）

－
127.5mmHg

（R４年度）
123.0mmHg以下 国保特定健診

16 男性
9.6%

（R４年度）
7.2%以下

17 女性
13.2%

（R４年度）
9.9%以下

18 男性
50.0%

（R４年度）

大阪市国保データヘル

ス計画※5）に準拠
（R11年度 45.0％以

下）

19 女性
14.6%

（R４年度）

大阪市国保データヘル

ス計画※5）に準拠
（R11年度 12.0％以

下）

8 特定健康診査の実施率の向上 20 特定健康診査の実施率 －
24.2%

（R４年度）

大阪市国保データヘル

ス計画※5）に準拠
（R11年度 33.0％以

上）

9 特定保健指導の実施率の向上 21 特定保健指導の実施率 －
7.2%

（R４年度）

大阪市国保データヘル

ス計画※5）に準拠
（R11年度 15.0％以

上）

糖尿病の合併症の減少 10
糖尿病性腎症による新規透析導入患
者数の減少

22
糖尿病性腎症による年間新規透析
導入患者数（推計値）

－
334人
（R３年）

260人以下

日本透析学会
「わが国の慢性
透析療法の現

況」

23 男性
18.4%

（R４年度）
18.4%以下

24 女性
8.8%

（R４年度）
8.8%以下

血糖コントロール不良者の減少 12 血糖コントロール不良者割合の減少 25
HbA1c8.0 %以上の者の割合
（内服者を含む）

－
1.48%

（R４年度）

大阪市国保データヘル

ス計画※5）に準拠
（R11年度 1.3％以下）

国保特定健診

COPD
（慢性閉塞性

肺疾患）

（１）
㋓

COPDによる死亡率の増加の
抑制

13 COPDによる死亡率の増加の抑制 26
COPDの死亡率
（人口10万人当たり）

－
15.9

（R３年）
15.9以下 人口動態統計

（１）
㋔

ロコモティブシンドロームの増
加の抑制

14
足腰に痛みのある高齢者の増加の抑
制

27
足腰に痛みのある高齢者の人数
（65歳以上、人口千人当たり）

－
240人

（R元年）
240人以下

国民生活基礎調
査（大規模）
市民アンケート

（１）
㋕

骨粗しょう症検診受診率の向上 15 骨粗しょう症検診受診率の増加 28
過去5年間に骨粗しょう症検診を
受けた者の割合（40～74歳女性）

女性
40.2%
（R４年）

45.0%以上 市民アンケート

分野 目標項目 目標項目の指標

全体目標 健康寿命の延伸 健康寿命の延伸
健康寿命※1）

(平均自立期間：要介護２以上になるまでの期
間の平均)

がんの年齢調整罹患率の減少
がんの年齢調整罹患率
（人口10万人当たり）

分野 目標項目の指標

生
活
習
慣
病

（
N
C
D
s
※
2

)

の
発
症
予
防
・
重
症
化
予
防

がん
（１）
㋐

がんの年齢調整罹患率の減少 1

がん検診の受診率の向上 3 市民全体のがん検診受診率向上

胃がん検診受診率
（40～69歳）

メタボリックシンドローム該当者及
び予備群の割合

脳血管疾患・心疾患の年齢調整
死亡率の減少

4
脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡
率の減少

がんの年齢調整死亡率の減少 2 がんの年齢調整死亡率の減少
がんの年齢調整死亡率
（人口10万人当たり）

メタボリックシンドローム該当者
及び予備群の減少

7
メタボリックシンドロームの該当者及
び予備群割合の減少

平均寿命の延びを上回
る健康寿命の延び

人口動態統計
介護保険認定者
数

60.0％以上 市民アンケート

人口動態統計

大腸がん検診受診率
（40～69歳）

肺がん検診受診率
（40～69歳）

LDLコレステロール160 mg/dl
以上の者の割合
（内服者を含む）

国保特定健診

脳血管疾患・心疾患の年齢調整死
亡率の合算値
（人口10万人当たり）

人口動態統計

大阪府がん登録
(年報)

骨粗しょう症

特定健康診査・特定保健指導の
実施率の向上

国保特定健診

糖尿病
（１）
㋒

糖尿病有病者の増加の抑制 11 糖尿病有病者割合の増加の抑制
空腹時血糖126 mg/dlまたは
HbA1c6.5 %以上の者及び服薬
者割合

国保特定健診

ロコモティブシンド
ローム(運動器症

候群）

循環器疾患
（１）
㋑

脂質異常者の減少 6
脂質(LDLコレステロール)高値の者
の減少

国保特定健診
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(2)ライフステージに応じた生活習慣の改善

カテゴ
リー

項目
項目
番号

目標項目
詳細

項目番号
現状値 目標値 データソース

30 男性
36.7%

（R４年度）
30.0%以下

31 女性
18.1%

（R４年度）
15.0%以下

32
女性のやせ（BMI18.5未満）の者
の割合
（20～39歳）

女性
14.8%
（R４年）

14.8%以下 市民アンケート

33 男性
14.2%
（R４年）

14.1％以下

34 女性
26.3%
（R４年）

２２．１％以下

児童・生徒における肥満傾向児
の減少

18
児童・生徒における肥満傾向児の減
少

35 肥満傾向児の割合（10歳男女） － 11.45％
（R３年度） 減少※６） 学校保健統計

調査

（２）
㋐
②

適切な量と質の食事の摂取 19
栄養バランス等に配慮した食生活を
送っている市民の割合の増加

36

主食・主菜・副菜を組み合わせた
食事が1日2回以上の日がほぼ毎
日の者の割合
（20歳以上）

－ 38.7%
（R４年）

大阪市食育推進計画に
準拠

（第４次：50.0%以上）
市民アンケート

37 男性
33.6%
（R４年）

40.0%以上

38 女性
24.3%
（R４年）

40.0%以上

39 男性
41.6%
（R４年）

50.0%以上

40 女性
37.7%
（R４年）

50.0%以上

21
運動やスポーツを習慣的に行ってい
ないこどもの減少

41
１週間の総運動時間(体育の授業
を除く)が60分未満の小学生の割
合

－
17.2％
（R３年）

大阪市教育振興基本計
画に準拠

（R7年度 小学生
12.1％以下）

全国体力・運動
能力、運動習慣
等調査

睡眠による休養の確保 22 睡眠で休養が取れている者の増加 42
睡眠で休養が取れている者の割合
（20歳以上）

－
74.8%
（R４年）

76.8%以上 市民アンケート

睡眠時間が十分に確保できて
いる者の増加

23
睡眠時間が６～９時間の者の増加
（60歳以上は６～８時間）

43
睡眠時間が６～９時間の者の割合
（20歳以上）

－
53.4%
（R元年）

58.4%以上
国民生活基礎
調査（大規模）

44 男性
15.4%
（R４年）

13.0%以下

45 女性
13.0%
（R４年）

１１．０%以下

46 男性
1.4%

（R４年）

47 女性
1.7%

（R４年）

48 男性
5.5%

（R４年）

49 女性
3.2%

（R４年）

（２）
㋓
③

妊娠中の飲酒防止 26 妊娠中の飲酒をなくす 50
妊娠中、飲酒したことのある者の
割合

女性
5.3％

（R４年度）
0%

３か月児健康診
査質問票

51 男性
23.3%
（R４年）

20.5%以下

52 女性
8.6%

（R４年）
7.1%以下

53 男性
0.4%

（R４年）

54 女性
0.1%

（R４年）

55 男性
1.0%

（R４年）

56 女性
1.2%

（R４年）

（２）
㋔
③

妊娠中の喫煙防止 29 妊娠中の喫煙をなくす 57
妊娠中、喫煙したことのある者の
割合

女性
2.4%

(R４年度）
0%

３か月児健康診
査質問票

（２）
㋔
④

受動喫煙防止 30
望まない受動喫煙（家庭・職場・飲食
店）の機会を有する者の割合の減少

58
望まない受動喫煙（家庭・職場・飲
食店）の機会を有する者の割合
（20歳以上）

－

家庭   ：10.3％
職場   ：12.6％
飲食店：18.0％

（R４年）

望まない受動喫煙のな

い社会の実現※7） 市民アンケート

分野 目標項目の指標

栄養・食生活

（２）
㋐
①

適正体重の維持 17 適正体重を維持している者の増加

肥満者（BMI25以上）割合
（40～69歳）

身体活動・運動
（２）
㋑
①

身体活動量の増加

20 軽く汗をかく運動の継続者の増加

軽く汗をかく運動の継続者の割合
（20～64歳）

国保特定健診

低栄養傾向（BMI20以下）の者の
割合
（65歳以上）

市民アンケート

市民アンケート

軽く汗をかく運動の継続者の割合
（65歳以上）

生活習慣病（NCDs）のリスクを高め
る量を飲酒している者（１日当たりの
純アルコール摂取量が男性40g以
上、女性20g以上の者）の減少

生活習慣病（NCDs）のリスクを高
める量を飲酒している者の割合
（20歳以上）

市民アンケート

20歳未満の者の喫煙をなくす

この1か月間で喫煙したことのあ
る者の割合
中学生（２年生）

0%
中高生アンケー
ト

休養・睡眠
（２）
㋒
①

アルコール

（２）
㋓
①

適正な飲酒 24

（２）
㋓
②

20歳未満の者の飲酒防止 25

この1か月間で飲酒したことのあ
る者の割合
高校生（２年生）

20歳未満の者の飲酒をなくす

この1か月間で飲酒したことのあ
る者の割合
中学生（２年生）

0%
中高生アンケー
ト

たばこ

（２）
㋔
①

たばこをやめたい人の禁煙 27 20歳以上の者の喫煙率の減少
喫煙率
（20歳以上）

市民アンケート

この1か月間で喫煙したことのあ
る者の割合
高校生（２年生）

（２）
㋔
②

20歳未満の者の喫煙防止 28
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カテゴ
リー

項目
項目
番号

目標項目
詳細

項目番号
現状値 目標値 データソース

（２）
㋕
①

定期的な歯科健診の受診 31
過去1年間に歯科健診を受診した者
の割合の増加

59
59.9%
（R４年）

70.0%以上 市民アンケート

（２）
㋕
②

歯周病予防 32
40歳以上における歯周炎を有する者
の割合の減少

60
66.6%

（R４年度）
59.4%以下 歯周病検診

（２）
㋕
③

口腔機能の維持・向上 33
50歳以上における咀嚼良好者の割
合の増加

61
73.6%
（R４年）

80.0%以上 市民アンケート

3歳児で4本以上のう蝕のある歯を
有する者の割合の減少

62
2.8%

（R４年度）
0%

３歳児歯科健康
診査

12歳児でう蝕のない者の割合の増加 63
69.1%

（R３年度）
90.0%以上

学校保健統計
調査

60歳以上における未処置歯を有する
者の割合の減少
（中間見直し時に”60歳以上における
未処置の根面う蝕を有する者の割
合”に変更予定）

64
34.4%

（R４年度）
24.1%以下 歯周病検診

（２）
㋕
⑤

歯の喪失予防 35
80歳で20歯以上の自分の歯を有す
る者の割合の増加

65
51.8%
（R４年）

65.0%以上 市民アンケート

（3）健康を支え、守るための地域づくり

カテゴ
リー

項目
項目
番号

目標項目
詳細

項目番号
現状値 目標値 データソース

（３）
㋐
①

地域の人々とのつながりが強い
と思う者の増加

36
地域のつながりが強い方だと思う者
の割合の増加

66
31.0%
（R４年）

35.0%以上 市民アンケート

（３）
㋐
②

社会活動（就労を含む)を行っ
ている者の増加

37
ボランティア活動（自治会・PTA活動
など）や趣味（運動・文化活動）などに
自主的に取り組む者の割合の増加

67
52.0%
（R４年）

57.0%以上 市民アンケート

（３）
㋐
③

共食の増加
（家族・友人等と一緒に食事を
する）

38 昼食を1人で食べる人の割合の減少 68
29.3%
（R４年）

大阪市食育推進計画に
準拠

（第４次：26.0%以下）
市民アンケート

（３）
㋐
④

ゲートキーパーの増加 39 ゲートキーパー養成者数の増加 69
6,423人

（R４年度末）

大阪市自殺対策基本指
針に準拠

（第２次：R9年度末
10,000人以上）

ゲートキーパー
養成研修、専門
研修受講者数

やさいTABE店（一人前概ね120ｇ以
上の野菜を使用したメニューを提供
する飲食店等）の登録店舗数の増加

70
西部：27店舗
南部：20店舗

（R４年）

大阪市食育推進計画に
準拠

第４次
西部：59店舗以上
南部：84店舗以上

やさいTABE店
登録店舗数

栄養管理を行っている特定給食施設
（病院及び介護保険施設を除く）の割
合の増加

71
45.4%
（R４年）

67.0%以上
特定給食施設栄
養管理報告書

（３）
㋑
②

住民が運動しやすい環境づくり 41 気軽に運動できる機会の増加 72
54.6%
（R３年）

大阪市スポーツ振興計
画に準拠

（第２期：R8年度
65.0%以上）

民間ネット調査

（３）
㋑
③

受動喫煙防止 42
望まない受動喫煙（家庭・職場・飲食
店）の機会を有する者の割合の減少
【（２）㋔④】再掲

73

家庭   ：10.3％
職場   ：12.6％
飲食店：18.0％

（R４年）

望まない受動喫煙のな

い社会の実現※7） 市民アンケート

※2）NCDｓ：非感染性疾患(Non-communicable diseases)

※3）がん対策推進基本計画の考え方にならい記載

※4）循環器病対策推進基本計画の考え方にならい記載

※5）大阪市国保データヘルス計画：大阪市国民健康保険　保健事業実施計画・特定健康診査等実施計画

※6）成育医療等基本方針の考え方にならい記載

※7）健康日本21（第三次）の考え方にならい記載

地域のつながりが強い方だと思う者の割合
（20歳以上）

ボランティア活動（自治会・PTA活動など）や
趣味（運動・文化活動）などに自主的に取り組む
者の割合
（20歳以上）

昼食を1人で食べる人の割合
（20歳以上）

ゲートキーパー養成者数

基本保健医療圏域内の
「やさいTABE店」登録店舗数

特定給食施設栄養管理報告書に給与栄養量
（エネルギー、たんぱく質、脂質、食塩相当量）の
記載がある施設の割合

運動に取り組む人の割合
（18歳以上）

望まない受動喫煙（家庭・職場・飲食店）の機会
を有する者の割合
（20歳以上）

健康へと導く
基盤づくり

（３）
㋑
①

食をとりまく環境の整備 40

社会とのつなが
り、こころの健康の

維持・向上

歯・口腔の健康

（２）
㋕
④

う蝕予防 34

分野 目標項目の指標

分野 目標項目の指標

過去1年間に歯科健診を受診した者の割合
（20歳以上）

歯周炎を有する者の割合
（40～70歳）

咀嚼良好者の割合
（50歳以上）

4本以上のう蝕のある歯を有する者の割合
（３歳児）

う蝕のない者の割合
（12歳児）

未処置歯を有する者の割合
（60～70歳）

20歯以上の自分の歯を有する者の割合
（75～84歳）
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